
大阪歴史博物館 研究紀要 第 12 号（2014） 

 (1)

大 阪 歴 史 博 物 館  研 究 紀 要

第12号 (1)－(25)ページ 2014年2月

 
 
 

近
世
前
期
道
頓
堀
の
開
発
過
程
―
新
出
文
書
の
検
討
か
ら
― 

 

八
木 

滋 

  

 

要
旨 

近
世
都
市
大
坂
の
南
端
に
あ
た
る
道
頓
堀
川
は
元
和
元
年(

一
六
一
五)

に
完
成
し
、
間
も
な
く
そ
の
両
側
に
町
家
が
開
発
さ
れ
た
。
最
近
、
開
発

に
関
わ
っ
た
安
井
家
の
一
族
の
子
孫
の
お
宅
か
ら
近
世
前
期
の
水
帳
な
ど
土
地
関
係
の
文
書
な
ど
が
新
た
に
発
見
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
の
史
料
を
も
と
に
道

頓
堀
と
そ
の
周
辺
地
域
の
開
発
過
程
を
再
検
討
し
た
。
開
発
当
初
は
南
北
両
岸
二
八
町
に
わ
た
る
土
地
が
開
発
さ
れ
た
が
、
東
西
両
端
を
中
心
に
明
屋
敷

が
多
く
な
り
、
こ
れ
ら
の
土
地
は
年
貢
地
と
な
っ
た
。
寛
永
末
年
頃
（
一
六
四
〇
年
頃
）
か
ら
年
貢
地
の
再
開
発
が
は
じ
ま
っ
た
。
再
開
発
に
は
、
開
発

者
の
安
井
家
や
平
野
家
の
ほ
か
、
西
高
津
村
や
上
難
波
村
の
有
力
者
な
ど
が
関
わ
っ
た
。
一
六
五
〇
年
代
に
は
西
道
頓
堀
南
側
を
除
い
て
開
発
が
終
わ
っ

た
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
、
延
宝
七
年(

一
六
七
九)
の
水
帳
作
成
ま
で
に
道
頓
堀
裏
町
な
ど
と
島
之
内
の
各
町
と
の
町
域
の
再
編
が
行
わ
れ
、
安
井
家
が
特

別
な
権
限
を
有
す
る
「
川
八
町
」
の
範
囲
も
確
定
し
た
よ
う
で
あ
る
。
道
頓
堀
と
そ
の
周
辺
の
各
町
は
、
そ
れ
ぞ
れ
独
自
の
開
発
の
経
緯
を
た
ど
っ
て
開

発
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。 

 

   
 
 

は
じ
め
に 

  

大
坂
の
道
頓
堀
は
、
慶
長
一
七
年
（
一
六
一
二
）
に
、
平
野
藤
次
・
成
安
道
頓
・
安

井
治
兵
衛
・
安
井
九
兵
衛(

道
卜)

(

１)

の
四
人
が
道
頓
堀
川
（
当
時
の
呼
称
は
「
南
堀
河
」）

の
開
削
を
開
始
し
、
大
坂
の
陣
後
の
元
和
元
年
（
一
六
一
五
）
に
完
成
さ
せ
、
川
の
両

側
の
東
西
二
八
町
・
幅
八
〇
間
の
間
に
町
家
が
建
て
ら
れ
開
発
さ
れ
た
と
さ
れ
る(

２)

。 

 

こ
の
道
頓
堀
の
開
発
に
つ
い
て
は
、
お
も
に
内
田
九
州
男(

３)

と
塚
田
孝(

４)

の
研
究
が

あ
る
。
内
田
は
、
道
頓
堀
は
安
井
や
平
野
ら
の
自
己
資
金
で
開
発
さ
れ
た
あ
と
、
町
名

の
由
来
に
な
っ
た
者
に
譲
渡
さ
れ
、
彼
ら
が
町
立
て
し
て
各
町
の
年
寄
に
な
っ
た
と
想

定
し
て
い
る
。
ま
た
、
西
道
頓
堀
北
側
の
開
発
は
、
明
屋
敷
の
開
発
が
進
ま
な
か
っ
た

た
め
幕
府
に
一
旦
没
収
さ
れ
た
屋
敷
地
が
再
び
安
井
九
兵
衛
・
平
野
次
郎
兵
衛(

５)

・
上

難
波
孫
兵
衛
な
ど
に
下
賜
さ
れ
て
開
発
さ
れ
た
も
の
だ
と
し
て
い
る
。一
方
、塚
田
は
、

「
明
暦
元
年
北
南
道
頓
堀
水
帳
」(

６)

を
詳
細
に
分
析
し
て
、
安
井
九
兵
衛
ら
の
イ
ニ
シ

ア
チ
ブ
で
町
屋
敷
が
開
発
さ
れ
、
そ
こ
に
定
着
し
た
家
持
の
中
か
ら
各
町
内
の
下
年
寄
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と
な
る
者
が
現
れ
た
と
い
う
見
解
を
提
示
し
て
い
る
。
ま
た
、
西
道
頓
堀
南
側
の
請
所

に
つ
い
て
も
分
析
を
加
え
て
い
る
。 

 

二
〇
一
二
年
に
大
阪
歴
史
博
物
館
に
寄
託
さ
れ
た
遠
藤
亮
平
氏
・
安
井
洋
一
氏
所
蔵

文
書(

以
下
、『
遠
藤
・
安
井
氏
所
蔵
安
井
家
文
書
』)

は
、
大
阪
歴
史
博
物
館
所
蔵
の
「
大

坂
三
郷
南
組
惣
年
寄
安
井
家
文
書
」(

以
下
『
安
井
家
文
書
』)

と
伝
来
を
同
じ
く
す
る

文
書
群
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
な
か
に
は
こ
れ
ま
で
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
道
頓
堀

の
一
七
世
紀
の
水
帳
な
ど
土
地
関
係
史
料
が
多
く
含
ま
れ
、
道
頓
堀
の
開
発
過
程
と
そ

の
展
開
に
つ
い
て
、
従
来
の
研
究
の
再
検
討
を
迫
る
内
容
を
も
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
本

稿
で
は
、「
遠
藤
・
安
井
氏
所
蔵
安
井
家
文
書
」
の
分
析
に
よ
り
、
近
世
前
期
の
道
頓
堀

の
開
発
過
程
の
概
要
を
素
描
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
な
お
、
別
稿(

７)

で
、
同
じ
く

「
遠
藤
・
安
井
氏
所
蔵
安
井
家
文
書
」
等
の
分
析
に
よ
り
、
道
頓
堀
の
特
徴
で
あ
る
芝

居
地
（
町
）
の
形
成
過
程
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
る
。
本
稿
の
内
容
と
重
複
す
る
部
分

も
あ
り
、
相
互
補
完
的
な
内
容
と
な
っ
て
い
る
の
で
、
本
稿
と
の
併
読
を
お
願
い
し
た

い
。 

  
 
 

一
、
一
七
世
紀
前
半
の
開
発
過
程 

 

１
．
元
和
期
の
状
況 

 

ま
ず
、「
道
頓
堀
川
屋
敷
」(

８)

と
題
し
た
竪
帳
か
ら
み
て
い
こ
う
。
表
紙
に
は
元
和
七

年(

一
六
二
一)

九
月
晦
日
の
日
付
が
あ
り
「
道
頓
堀
川
屋
敷
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
末

尾
に
は
、
同
年
一
〇
月
二
〇
日
と
あ
り
、
井
上
藤
右
衛
門
・
岡
部
九
郎
右
衛
門
・
工
藤

二
郎
右
衛
門
・
細
谷
弥
吉
の
四
名
の
名
前
が
あ
る
が
、
印
は
な
い
。
井
上
ら
四
名
は
、

大
坂
町
奉
行
所
の
役
人
で
あ
ろ
う
。
内
容
は
、
一
九
一
筆
の
屋
敷
に
つ
い
て
、
表
・
裏

の
間
数
と
名
請
人(

所
持
者)

が
書
き
上
げ
ら
れ
て
お
り
、
道
頓
堀
川
沿
い
の
町
屋
敷
の

水
帳
と
言
え
る
も
の
で
あ
る
。
一
九
一
筆
の
間
口
の
合
計
は
、
一
六
九
七
間
半
と
九
尺

＝
二
八
・
三
町
（
約
一
六
九
九
間
）
と
な
っ
て
い
る
。 

 

こ
の
記
載
内
容
を
、
後
述
の
各
町
の
明
暦
元
年(

一
六
五
五)

水
帳(

９)

の
内
容
と
比
較

す
る
と
、
間
数
の
並
び
が
一
致
す
る
と
こ
ろ
が
随
所
に
あ
り
、
推
定
も
合
わ
せ
て
照
合

し
た
の
が
後
掲
【
別
表
】
で
あ
る
。
「
道
頓
堀
川
屋
敷
」
の
記
載
順
に
１
～
191
と
番
号

を
付
け
る
と
、
１
は
道
頓
堀
川
南
側
の
東
端(

後
の
高
津
五
右
衛
門
町
の
東
端)

か
ら
始

ま
り
、
西
に
進
ん
で
、
少
な
く
と
も
91
ま
で
は
南
側(

後
の
樋
屋
敷
→
湊
町)

だ
と
考
え

ら
れ
る
。
裏
行
は
93
～
108
を
除
い
て
二
〇
間
で
、
93
～
108
ま
で
は
一
五
間
と
な
っ
て

い
る
。
少
な
く
と
も
115
は
北
側(

後
の
宗
右
衛
門
町
→
釜
屋
町)

だ
と
考
え
ら
れ
、
そ
こ

か
ら
東
に
進
ん
で
、
最
後
の
191
は
北
側
東
端
の
東
横
堀
川
沿
い(

後
の
大
和
町
の
東
端)

で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
問
題
は
西
道
頓
堀
の
ど
こ
で
折
り
返
し
て
い
る
か
で

あ
る
。
裏
行
が
一
五
間
で
あ
る
屋
敷
の
最
後
の
108
と
次
の
109
の
間
で
折
り
返
し
て
い

る
と
す
る
と
、
北
岸
の
表
間
口
の
総
計
は
八
四
〇
間
二
尺
と
な
り
、
南
岸
は
八
五
七
間

半
と
七
尺
（
約
八
五
八
間
半
）
と
な
る
。
八
四
〇
間
で
ち
ょ
う
ど
一
四
町
な
の
で
、
片

側
一
四
町
ず
つ
、
南
北
合
わ
せ
て
約
二
八
町
を
開
発
し
た
こ
と
に
な
る
。
南
岸
は
東
横

堀
川
の
川
幅(

二
〇
間
程
度
か)

の
分
だ
け
東
に
屋
敷
が
延
び
て
い
る
（
約
一
八
間
半
）

と
考
え
れ
ば
、
南
北
同
じ
と
こ
ろ
ま
で
開
発
し
た
と
し
て
矛
盾
は
な
い
だ
ろ
う
。
そ
う

す
る
と
、
西
横
堀
川
か
ら
西
へ
二
九
〇
間
ほ
ど
行
っ
た
と
こ
ろ
ま
で
開
発
し
た
こ
と
に

な
る
。
道
が
間
に
挟
ま
っ
て
い
る
で
、
正
確
で
は
な
い
が
、
後
の
幸
橋
あ
た
り
、
町
で

は
徳
寿
町(

北
側)

あ
た
り
ま
で
が
開
発
さ
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

 

右
の
推
定
に
基
づ
い
て
、
後
の
町
域
ご
と
に
総
間
口
と
一
屋
敷
あ
た
り
の
平
均
間
口

を
ま
と
め
た
の
が
【
表
①
】
で
あ
る
。
南
側
で
は
、
東
の
高
津
五
右
衛
門
町
・
立
慶
町

で
平
均
が
一
〇
間
を
超
え
、
中
心
部
の
吉
左
衛
門
町
・
九
郎
右
衛
門
町
・
木
津
組
は
平

均
五
間
前
後
に
な
っ
て
い
る
。
北
側
で
は
東
西
の
端
の
大
和
町
と
久
左
衛
門
町
よ
り
以
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西(

西
道
頓
堀)

で

平
均
が
一
二
～
一

八
間
と
大
き
く
、

中
心
部
の
宗
右
衛

門
町
・
久
左
衛
門

町
で
は
平
均
六
～

八
間
と
な
っ
て
い

る
。
後
述
の
よ
う

に
東
西
の
端
で
家

の
建
た
な
い
明
屋

敷
が
多
く
な
っ
て

い
る
。
そ
の
こ
と
か
ら
、
表
間
口
が
五
間
前
後
の
屋
敷
は
実
際
に
町
家
が
建
っ
て
い
た

一
方
、
表
間
口
の
大
き
な
屋
敷
は
大
き
な
単
位
で
分
譲
さ
れ
た
が
、
家
の
建
た
な
い
ま

ま
に
な
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。 

 

こ
れ
と
同
時
期
の
水
帳
（
検
地
帳
）
が
も
う
一
冊
あ
る
。「
道
頓
堀
ノ
北
裏
町
九
兵
衛
・

次
郎
兵
衛
町
屋
敷
御
検
地
帳
」(

10)

で
、
表
紙
に
元
和
七
年
九
月
二
二
日
と
あ
る
。
末
尾

は
「
道
頓
堀
川
屋
敷
」
と
同
様
に
同
年
一
〇
月
二
二
日
の
日
付
と
井
上
ら
四
名
の
名
前

が
あ
る
。
名
前
の
下
に
「
判
」
と
書
か
れ
て
お
り
写
し
で
あ
る
。
内
容
は
五
筆
一
九
六

間
半(

裏
は
九
～
二
〇
間)

の
土
地
の
書
上
げ
で
、
名
請
人
は
い
ず
れ
も
「
九
兵
衛
」「
二

郎
兵
衛
」
も
し
く
は
そ
の
連
名
で
あ
る
。
こ
の
二
人
は
開
発
者
の
安
井
九
兵
衛
と
平
野

次
郎
兵
衛
で
あ
ろ
う
。
大
雑
把
な
屋
敷
割
な
の
で
、
実
際
に
は
あ
ま
り
町
家
は
建
っ
て

い
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
屋
敷
の
位
置
は
、
表
題
に
「
北
ノ
裏
町
」
と
あ
る

こ
と
か
ら
、
後
の
宗
右
衛
門
町
北
側
の
裏
町
の
町
域
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る(

11)

。 

 

元
和
九
年(

一
六
二
三)

に
も
「
道
頓
堀
川
屋
敷
」
と
同
様
の
帳
面
が
作
成
さ
れ
た
。「
道

頓
堀
川
や
し
き
間
数
之
帳
」(

12)

で
、
元
和
九
年
正
月
の
日
付
が
あ
る
。
内
容
は
、
一
八

八
筆
の
屋
敷
の
表
・
裏
・
反
別
・
名
請
人
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
配
列
は
元
和
七
年
の

「
道
頓
堀
川
屋
敷
」
と
同
じ
で
あ
る
が
、
93
・
96
・
109
の
三
筆(

い
ず
れ
も
名
請
人
は

九
兵
衛
・
次
郎
兵
衛)

の
記
載
が
飛
ん
で
い
る
。
ま
た
、
一
一
筆(

28
・
99
・
105
・
112
・

119
・
122
・
123
・
183
・
184
・
185
・
190)

に
「
明
や
し
き
」
と
の
注
記
が
あ
る
。
こ
れ
ら

の
屋
敷
は
い
ず
れ
も
東
西
の
端
の
方
の
屋
敷
で
、
明
屋
敷
と
な
っ
た
の
だ
ろ
う
。 

 

ま
た
、
南
側
の
29
の
と
こ
ろ
に
「
是
よ
り
境
く
み
」、
47
に
「
是
ま
て
境
く
み 

是

よ
り
し
を
や
く
み
」、
83
に
「
是
よ
り
き
つ
く
み
」、
北
岸
の
125
に
「
庄
兵
衛
分
」、
145

に
「
是
よ
り
善
兵
衛
分
」
と
あ
る
。
28
と
29
の
間
は
、
後
の
立
慶
町
と
吉
左
衛
門
町

の
町
境
、
46
と
47
の
間
は
吉
左
衛
門
町
と
九
郎
右
衛
門
町
の
町
境
、
82
と
83
の
間
は

九
郎
右
衛
門
町
と
木
津
組
の
町
境
と
な
っ
て
い
る
。
吉
左
衛
門
町
の
名
は
、
年
寄
堺
屋

吉
左
衛
門
に
由
来
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
九
郎
右
衛
門
町
も
塩
屋
九
郎
右
衛
門
の
名
に

由
来
し
、
塩
屋
町
と
呼
ば
れ
て
い
た
時
期
も
あ
っ
た
よ
う
だ(

13)

。
す
な
わ
ち
、
南
側
で

は
、
後
の
「
町
」
に
つ
な
が
る
境
界
が
す
で
に
あ
り
、「
組
」
と
い
う
名
の
「
町
」
に
近

似
す
る
よ
う
な
ま
と
ま
り
が
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
。
ま
た
、「
境
組
」「
塩
屋
組
」「
木

津
組
」
と
い
う
呼
称
か
ら
、
塩
屋
と
い
っ
た
同
族
団
や
木
津(

村)

と
い
っ
た
出
身
地
域

ご
と
の
ま
と
ま
り
で
あ
る
可
能
性
も
あ
り
、
開
発
主
体
の
性
格
、
手
法
を
考
え
る
上
で

も
重
要
な
論
点
と
な
る
で
あ
ろ
う
。 

 

一
方
北
岸
は
、
124
と
125
の
間
も
し
く
は
123
・
124
が
西
横
堀
川
だ
と
考
え
ら
れ
る
の

で
、
125
よ
り
東
は
後
の
久
左
衛
門
町
と
な
る
。
し
か
し
、
144
と
145
は
後
の
町
境
で
は

な
い
。
庄
兵
衛
は
125
と
144
の
間
の
139
に
屋
敷
を
所
持
し
て
い
る
。
ま
た
、
善
兵
衛
も
145

よ
り
後(
東)
の
157
に
屋
敷
を
所
持
し
て
い
る
。
お
そ
ら
く
庄
兵
衛
や
善
兵
衛
は
該
当
区

域
の
下
年
寄
的
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
、と
推
測
さ
れ
る
。し
か
し
、

そ
れ
は
固
定
的
な
も
の
で
は
な
く
、
後
の
町
に
継
承
さ
れ
て
い
な
い
。 

【表①】元和７年の「町」ごとの間口数 

南側 表口(間) 軒数 平均(間)
高津五右衛門町 82.0 8 10.3
立慶町 208.5 20 10.4
吉左衛門町 85.0 18 4.7
九郎右衛門町 168.0 36 4.7
木津組 315.0 26 12.1

858.5 108 7.9
北側
大和町 127.0 10 12.7
宗右衛門町 250.5 30 8.4
久左衛門町 171.0 27 6.3
久左衛門町以西 291.5 16 18.2

840.0 83 10.1

南北計 1698.5 191 8.9

*木津組と久左衛門町以西の振り分けは推定
*間数合計の端数は省略
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こ
の
よ
う
に
、
元
和
七
年
ま
で
に
道
頓
堀
川
沿
い
の
南
北
両
岸
合
わ
せ
て
二
八
間
余

と
裏
町
が
一
旦
町
屋
敷
と
し
て
開
発
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
開
発
者
の
安
井
九

兵
衛
と
平
野
次
郎
兵
衛
が
そ
れ
ぞ
れ
の
屋
敷
の
名
請
人
に
分
譲
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ

る
。
そ
の
売
却
代
金
で
土
地
の
開
発
費
用
を
賄
い
、
利
益
を
得
た
の
で
は
な
い
か
と
思

わ
れ
る
。
そ
れ
が
彼
ら
の
開
発
の
原
則
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
九
兵
衛
や
次
郎
兵
衛

の
個
人
の
名
前
に
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
は
そ
れ
ぞ
れ
の
所
持
す
る
屋
敷
で
あ
る
。
連
名

の
屋
敷
は
東
西
両
端
に
あ
り
、
そ
の
大
半
は
分
譲
で
き
な
か
っ
た
大
き
な
区
画
を
、
二

人
の
名
義
の
ま
ま
に
し
て
お
い
た
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
に
、
す
べ
て

の
屋
敷
に
町
家
が
建
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
東
西
両
端
で
は
明
屋
敷
と
な
っ
て
い
た
と

こ
ろ
も
多
か
っ
た
。
一
方
、
中
心
部
で
町
家
の
建
っ
て
い
た
所
で
は
、「
町
」
的
な
ま
と

ま
り
が
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
さ
ら
に
、
南
岸
で
は
同
族
団
や
特
定
地
域
の
住

民
に
ま
と
め
て
分
譲
し
た
可
能
性
も
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
北
岸
で
は
個
別
の
人
に
分

譲
し
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

 

２
．
明
屋
敷
の
年
貢
地
化 

 

で
は
、
明
屋
敷
は
、
そ
の
後
ど
う
な
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。 

 

貞
享
四(

一
六
八
七)

年
三
月
二
四
日
に
南
組
惣
年
寄
安
井
九
兵
衛(

14)

が
出
し
た
「
大

坂
天
満
町
中
先
年
御
年
貢
地
ニ
而
御
座
候
処
、
地
子
銀
御
赦
免
無
年
貢
地
ニ
被
仰
付
候

様
子
書
付
差
上
候
覚
」(

「
安
井
九
兵
衛
書
上
」)  (

15)

に
、「
其
以
前
よ
り
町
々
内
明
屋
敷

野
畑
御
年
貢
地
、
又
ハ
不
繁
昌
ニ
而
家
を
立
候
儀
不
罷
成
候
所
、
越
前
守
様
因
幡
守
様

御
代
被
召
上
、
御
年
貢
地
ニ
罷
成
候
、
鈴
木
三
郎
九
郎
様
江
御
年
貢
上
納
仕
候
」
と
あ

る
。「
其
」
と
は
、
寛
永
一
一
年
（
一
六
三
四
）
の
地
子
免
除
の
こ
と
で
あ
る
。
寛
永
一

一
年
の
地
子
免
除
以
前
か
ら
明
屋
敷
が
年
貢
地
に
な
り
、
幕
領
代
官
鈴
木
三
郎
九
郎
に

年
貢
を
納
め
る
よ
う
に
な
っ
た
、と
い
う
の
で
あ
る
。「
町
々
内
明
屋
敷
野
畑
御
年
貢
地
」

と
い
う
の
は
、
内
田
九
州
男
が
す
で
に
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
具
体
的
に
は
例
え
ば

三
津
寺
村
か
ら
三
津
寺
町
に
転
換
す
る
際
に
農
地
と
し
て
残
っ
た
土
地
な
ど
を
指
す
と

考
え
ら
れ
る(

16)

。
一
方
、
「
不
繁
昌
ニ
而
家
を
立
候
儀
不
罷
成
候
所
」
は
道
頓
堀
の
明

屋
敷
の
こ
と
を
指
す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。 

 

地
子
免
除
以
前
の
寛
永
八
年(

一
六
三
一)

年
四
月
一
四
日
付
の
「
道
頓
堀
川
明
屋
敷

鈴
木
三
郎
九
郎
殿
へ
渡
申
帳
」
と
い
う
帳
面(

17)

が
の
こ
っ
て
い
る
。
道
頓
堀
川
沿
い
の

明
屋
敷
の
う
ち
、
鈴
木
三
郎
九
郎
の
支
配
下
の
年
貢
地
に
組
み
入
れ
ら
れ
た
場
所
や
屋

敷
を
書
き
上
げ
た
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
内
容
を
【
表
②
】
に
ま
と
め
た
。
書
き
上

【表②】幕領代官鈴木三郎九郎支配の年貢地になった土地 

表 裏 町 反 畝 歩
50 20 3 3 10 日本橋より東、北かわ 大和町？
93 20 6 2 同所東かわ 大和町？
93 20 6 2 南輪ノ東 五右衛門町？
10 20 6 20 橋之筋丹後殿屋敷
24.5 20 1 3 惣兵衛屋敷
17 20 1 1 10 境町 吉左衛門町？
6 20 4 四郎兵衛屋敷
5 20 3 10 六右衛門屋敷
213 20 1 4 2 庄介嶋
6 20 4 左馬やしき
4 20 2 20 九右衛門
4 20 2 20 与三兵衛
7 20 4 20 あみや
4 20 2 20 九郎右衛門
8 20 5 10 川辺
106 26.5 9 2 13 裏町 裏町？
4 20 2 20 川はた
7 20 4 20 彦三郎
5 20 3 10 宗加
5 20 3 10 三右衛門
5 20 3 10 道清
5 20 3 10 七左衛門
681.5 446.5 4 7 2 23

「道頓堀川明屋敷鈴木三郎九郎殿へ渡申帳」より作成
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げ
ら
れ
て
い
る
の
は
二
二
件
で
、
表
間
口
の
総
計
は
六
八
二
間
に
及
ぶ(

18)

。
書
き
上
げ

ら
れ
た
場
所
が
具
体
的
に
ど
の
場
所
に
当
た
る
の
か
確
定
で
き
る
も
の
は
ほ
と
ん
ど
な

い
が
、
い
く
つ
か
は
お
お
よ
そ
の
場
所
が
想
定
で
き
る
。
「
日
本
橋
よ
り
東
、
北
か
わ
」

(

表
五
〇
間)
と
「
同
所
東
か
わ
」(

表
九
三
間)

は
後
の
大
和
町
、「
南
輪
の
東
」(

表
九
三

間)

は
後
の
高
津
五
右
衛
門
町
に
相
当
す
る
場
所
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、「
境
町
」(

表

一
七
間)

を
前
述
の
「
境
組
」
だ
と
す
る
と
、
後
の
吉
左
衛
門
町
の
一
部
と
い
う
こ
と
に

な
る
。
「
庄
介
嶋
」(

表
二
一
三
間)

は
、
「
嶋
」
と
い
う
表
現
か
ら
西
の
木
津
川
に
近
い

場
所
で
あ
ろ
う
か
。
「
裏
町
」（
表
一
〇
六
間
）
は
裏
町
で
あ
ろ
う
。 

 

こ
の
よ
う
に
、
東
西
の
周
縁
部
を
中
心
に
、
開
発
地
の
中
で
実
際
に
家
屋
が
建
た
な

い
明
屋
敷
が
多
く
な
り
、
明
屋
敷
は
幕
府
領
代
官
鈴
木
三
郎
九
郎
支
配
の
年
貢
地
に
組

み
入
れ
ら
れ
た
。
そ
れ
ま
で
は
大
坂
町
奉
行
へ
地
子
を
納
め
て
い
た
が
、
こ
れ
以
降
は

代
官
に
年
貢
を
納
め
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。 

 

３
．「
年
貢
地
」
の
再
開
発 

 

次
に
、
こ
れ
ら
の
年
貢
地
に
な
っ
た
明
屋
敷
の
そ
の
後
を
み
て
い
こ
う
。
ま
ず
、
次

の
史
料
を
み
て
み
よ
う
。 

【
史
料
①
】(

19) 

 
 
 

指
上
申
一
札
之
事 

道
頓
堀
川
町
屋
敷
之
内
御
蔵
入
屋
敷
御
座
候
に
付
而
、
家
ヲ
立
可
申
と
御
訴
訟
申
上

候
而
、
今
迄
之
こ
と
く
ニ
御
年
貢
ヲ
相
済
家
立
自
身
参
候
者
ニ
可
被
下
之
旨
被
仰
付

候
、
則
町
中
年
寄
共
吟
味
仕
自
身
参
候
者
共
ニ
相
渡
銘
々
ニ
書
物
指
上
申
候
、 

一
、
表
口
四
間
裏
弐
拾
間
之
所
家
立
申
候
、
若
借
屋
に
仕
置
申
候
ハ
ヽ
其
家
被
召
上
、

自
身
越
候
者
ニ
可
被
遣
候
、其
時
一
言
之
義
申
上
間
敷
候
、
仍
為
後
日
御
請
状
如
件
、 

 
 

寛
永
拾
七
年 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

道
頓
堀
川
南
輪
年
寄 

 
 
 

辰
霜
月
廿
四
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

宗
左
衛
門
㊞ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

大
和
屋
二
郎
左
衛
門
㊞ 

 
 
 

工
藤
次
郎
右
衛
門
様 

 
 
 

北
川
善
左
衛
門
様 

  

寛
永
一
七
年(

一
六
四
〇)

一
一
月
二
四
日
に
道
頓
堀
川
南
輪
年
寄
宗
左
衛
門
と
大
和

屋
二
郎
左
衛
門(

屋
敷
主
・
家
主)

が
工
藤
次
郎
右
衛
門
と
北
川
善
左
衛
門
に
宛
て
た
請

書
で
あ
る
。
工
藤
と
北
川
は
町
奉
行
所
役
人
と
考
え
ら
れ
る
。
前
段
の
部
分
で
は
、
道

頓
堀
川
町
屋
敷
の
う
ち
の
御
蔵
入
屋
敷
に
つ
い
て
、
家
を
建
て
た
い
と
願
い
出
た
と
こ

ろ
、
こ
れ
ま
で
と
同
様
に
年
貢
を
納
め
、
家
を
建
て
た
本
人
が
居
住
す
る
と
い
う
者
に

下
付
す
る
と
命
じ
ら
れ
た
。
そ
し
て
町
の
年
寄
が
吟
味
し
て
本
人
が
居
住
す
る
者
に
そ

の
屋
敷
を
渡
し
、
そ
の
そ
れ
ぞ
れ
の
者
か
ら
請
書
を
提
出
す
る
、
と
い
う
内
容
で
あ
る
。

請
書
本
文
の
内
容
は
、
表
四
間
・
裏
二
〇
間
の
屋
敷
に
家
を
建
て
、
も
し
そ
の
家
を
借

屋
に
し
た
な
ら
ば
そ
の
家
を
召
し
上
げ
て
本
人
が
居
住
す
る
者
に
与
え
て
も
文
句
は
言

わ
な
い
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。「
御
蔵
入
屋
敷
」
と
は
、
前
述
の
年
貢
地
と
な
っ
た
明

屋
敷
の
こ
と
で
あ
る
。
大
和
屋
二
郎
左
衛
門
が
道
頓
堀
川
沿
い
の
御
蔵
入
屋
敷(

年
貢

地)

に
家
を
建
て
た
い
と
願
い
出
て
、
従
来
通
り
年
貢
を
納
め
る
こ
と
、
本
人
が
そ
の
家

に
居
住
す
る
こ
と
を
条
件
に
下
付
が
認
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
日
本
橋
か
ら
西
横
堀
川

ま
で
の
こ
の
よ
う
な
再
開
発
を
願
い
出
た
土
地
を
示
し
た
絵
図(

20)

が
残
っ
て
い
る
。
こ

れ
に
よ
る
と
、
後
の
立
慶
町
で
は
日
本
橋
以
西
の
総
間
口
の
約
四
割
、
吉
左
衛
門
町
で

は
三
分
の
一
程
度
、
宗
右
衛
門
町
で
は
一
割
、
久
左
衛
門
町
で
は
二
割
程
度
が
年
貢
地

に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。 

 

【
史
料
①
】
と
同
様
の
文
書
は
合
わ
せ
て
六
点
残
っ
て
お
り
、
前
述
の
絵
図
と
対
照

す
る
と
、
六
点
の
う
ち
四
点
は
後
の
立
慶
町
、
二
点
は
吉
左
衛
門
町
の
屋
敷
で
あ
る(

21)

。
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町
年
寄
が
連
署
し
て
い
る
の
は
、こ
の
大
和
屋
二
郎
右
衛
門
と
彦
兵
衛
の
二
点
だ
け
で
、

い
ず
れ
も
後
の
吉
左
衛
門
町
の
範
囲
の
者
で
あ
る
。
年
寄
は
い
ず
れ
も
宗(

惣)

左
衛
門

で
、
肩
書
も
「
道
頓
堀
南
輪
年
寄
」
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
注
目
し
て
お
き
た

い
。
ま
だ
、
後
の
「
町
」
の
枠
組
み
は
完
成
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
想
定

さ
れ
る
。 

 

こ
の
証
文
で
注
目
さ
れ
る
の
が
、
借
屋
経
営
は
許
さ
れ
ず
本
人
の
居
住
が
義
務
付
け

ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
借
屋
経
営
に
す
る
と
不
繁
昌
に
な
り
、
再
び
明
屋
敷
に
な
る
こ

と
を
懸
念
し
た
措
置
で
あ
ろ
う
。
下
付
さ
れ
て
い
る
屋
敷
の
表
間
口
の
多
く
は
三
～
五

間
が
多
く
な
っ
て
お
り
、
大
規
模
な
屋
敷
の
内
部
を
分
割
し
て
借
屋
経
営
を
行
う
と
い

う
よ
り
は
、
大
店
で
は
な
い
が
一
定
の
経
営
規
模
を
持
つ
表
店
の
商
人
に
よ
る
持
続
的

な
経
営
が
期
待
さ
れ
て
の
措
置
で
あ
ろ
う
か
。
当
時
の
こ
の
地
域
の
実
際
の
営
業
形
態

を
考
え
る
上
で
も
興
味
深
い
点
で
あ
る
。 

 

次
に
、
年
貢
地
の
ま
ま
に
さ
れ
た
こ
と
は
、
す
ぐ
に
再
び
明
屋
敷
に
な
っ
た
場
合
を

考
え
て
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
す
で
に
寛
永
一
一
年
に
大
坂
の
町
中
で
は
地
子
が
免
除
さ

れ
て
い
る
。
こ
の
御
蔵
入
屋
敷
以
外
の
道
頓
堀
の
町
屋
敷
も
こ
の
と
き
地
子
が
免
除
さ

れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
う
す
る
と
、
下
付
に
合
わ
せ
て
こ
の
時
点
で
年
貢
地
か

ら
町
屋
敷
に
転
換
し
て
し
ま
う
と
地
子
免
除
地
に
な
っ
て
し
ま
う
。
し
か
し
、
家
が
定

着
せ
ず
い
つ
再
び
明
屋
敷
に
な
る
か
わ
か
ら
な
い
の
で
、
地
子
免
除
地
を
再
び
年
貢
地

に
す
る
た
め
の
困
難
さ(

た
と
え
ば
、
家
持
の
抵
抗
な
ど)

を
考
慮
し
て
、
年
貢
地
の
ま

ま
に
し
て
お
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
再
び
明
屋
敷
に
な
ら
な
い
よ
う
す
る
た
め

の
条
件
と
、
明
屋
敷
に
な
っ
て
も
困
ら
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
の
条
件
と
、
両
様
の
条

件
が
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
。 

 

明
暦
元
年
頃
に
作
成
さ
れ
た
と
さ
れ
る
「
大
坂
三
郷
町
絵
図
」(

22)

に
は
、「
薄
紅
」
色

で
「
町
役
御
年
貢
両
役
之
分
」
が
示
さ
れ
て
い
る
（
図
で
川
沿
い
に
色
の
つ
い
て
い
る

部
分
）。
道
頓
堀
川
沿
い
に
も
「
薄
紅
」

色
が
見
え
る
が
、
日
本
橋
と
西
横
堀

川
の
間
は
ま
ば
ら
で
、
逆
に
日
本
橋

よ
り
東
、
西
横
堀
川
よ
り
西
は
一
部

を
除
い
て
ほ
と
ん
ど
が
「
薄
紅
」
色

で
あ
る
。
場
所
は
必
ず
し
も
正
確
で

な
い
に
し
て
も
、
前
述
の
「
道
頓
堀

川
明
屋
敷
鈴
木
三
郎
九
郎
殿
へ
渡
申

帳
」
と
場
所
が
重
な
っ
て
い
る
も
の

と
考
え
ら
れ
る
。「
町
役
御
年
貢
両
役

之
分
」
の
意
味
は
、【
史
料
①
】
に
「
御

年
貢
ヲ
相
済
」
と
あ
る
よ
う
に
、
こ

う
い
っ
た
御
蔵
入
地
が
再
び
下
付
さ

れ
町
屋
敷
と
し
て
再
開
発
さ
れ
よ
う

と
し
た
場
所
で
、
こ
の
時
点
で
年
貢

と
町
役
の
両
方
を
負
担
し
て
い
た
の

で
あ
る
。 

 

な
お
、「
安
井
九
兵
衛
書
上
」
に
よ

れ
ば
、
万
治
三
年
（
一
六
六
〇
）
に
、

こ
の
よ
う
な
町
役
と
年
貢
の
両
役
を

つ
と
め
る
土
地
は
、
願
い
出
に
よ
り

無
年
貢
地
＝
地
子
免
除
と
な
っ
た
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大坂三郷町絵図（部分、大阪歴史博物館所蔵） 
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４
．
道
頓
堀
両
端
で
の
再
開
発 

 
で
は
、
道
頓
堀
の
東
西
両
端
の
再
開
発
は
ど
の
よ
う
に
進
め
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

一
次
史
料
は
欠
く
が
、
後
年
に
書
か
れ
た
史
料
に
よ
り
推
定
し
て
い
き
た
い
。 

 

前
出
の
「
安
井
九
兵
衛
書
上
」
に
は
、
次
の
よ
う
に
あ
る
。 

【
史
料
②
】 

 

然
処
ニ
其
後
次
第
ニ
御
当
地
繁
昌
ニ
付
、
又
々
家
を
立
町
役
仕
度
旨
御
訴
訟
申
上
候

も
の
共
へ
、
四
拾
八
九
年
已
前
よ
り
四
拾
年
以
前
迄
ニ
、
久
貝
因
幡
守
様
・
曽
我
丹

波
守
様
・
松
平
隼
人
正
様
御
支
配
之
時
分
、
度
々
ニ
被
下
候
、
則
其
申
請
候
も
の
共

ハ
私
親
安
井
九
兵
衛
・
平
野
徳
寿
・
伊
丹
屋
道
寿
・
木
津
勘
助
・
難
波
孫
兵
衛
・
高

津
村
五
右
衛
門
其
外
ニ
も
御
座
候
、
何
茂
被
下
候
而
、
自
分
ニ
不
残
家
を
立
候
も
の

も
御
座
候
、
又
ハ
大
目
程
は
売
屋
敷
ニ
仕
、
三
分
壱
程
も
立
候
者
も
御
座
候
、
或
ハ

親
類
縁
者
別
而
懇
志
ニ
仕
候
も
の
共
へ
、
代
銀
な
し
ニ
遣
し
、
家
を
立
て
さ
せ
候
も

の
も
御
座
候
、
勿
論
御
年
貢
相
立
、
町
役
之
出
銀
も
不
残
相
勤
申
候
、 

 

貞
享
四
年
（
一
六
八
七
）
よ
り
四
八
・
九
年
以
前
と
い
う
こ
と
は
寛
永
一
六
・
一
七

年(

一
六
三
九
・
四
〇)

に
あ
た
り
、
四
〇
年
前
は
慶
安
元
年(

一
六
四
八)
に
あ
た
る
。
家

を
建
て
、
町
役
を
つ
と
め
た
い
と
願
い
出
た
者
が
あ
り
、
そ
の
者
に
土
地
が
下
付
さ
れ

た
と
い
う
の
は
、【
史
料
①
】
の
よ
う
な
状
況
を
指
し
て
述
べ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

だ
が
、
こ
こ
で
土
地
を
申
し
受
け
た
者
と
し
て
、
安
井
九
兵
衛
・
平
野
徳
寿(

次
郎
兵

衛)

・
伊
丹
屋
道
寿
・
木
津
勘
助
・
難
波
孫
兵
衛
・
高
津
村
五
右
衛
門
な
ど
の
名
前
が
挙

が
っ
て
い
る
。
【
史
料
①
】
は
立
慶
町
や
吉
左
衛
門
町
の
土
地
に
つ
い
て
願
い
出
た
も

の
で
あ
っ
た
が
、
こ
こ
に
名
前
が
挙
が
っ
て
い
る
者
た
ち
は
、
安
井
や
平
野
を
は
じ
め

有
力
者
の
よ
う
な
の
で
、
東
西
の
端
に
あ
っ
た
年
貢
地
を
ま
と
め
て
再
開
発
し
た
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
開
発
手
法
と
し
て
、
①
開
発
者
自
身
が
残
ら
ず
家
を
建
て
た
者
、

②
三
分
の
二
程
度
は
屋
敷
を
売
り
、
残
り
三
分
の
一
程
度
に
家
を
建
て
た
者
、
③
親
類

縁
者
や
懇
意
の
者
に
無
償
で
譲
り
渡
し
家
を
建
て
さ
せ
た
者
、
と
パ
タ
ー
ン
を
挙
げ
て

い
る
。 

 

で
は
、
次
に
安
井
と
お
な
じ
く
開
発
の
由
緒
を
持
つ
平
野
次
郎
兵
衛
が
延
宝
六
年(

一

六
七
八)

五
月
に
書
い
た
「
覚
」
の
中
の
一
節
を
み
よ
う
。
こ
の
「
覚
」
は
、
自
ら
の
由

緒
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。 

【
史
料
③
】(

23) 

一
、
慶
安
四
夘
年
江
戸
町
人
伏
見
屋
四
郎
兵
衛
と
申
も
の
ニ
北
側
西
之
端
ニ
て
屋
敷
ヲ

被
下
、
其
次
ニ
て
安
井
九
兵
衛
ニ
被
下
、
其
次
ニ
て
難
波
孫
兵
衛
ニ
被
下
、
其
次
ニ

て
私
親
次
郎
兵
衛
ニ
も
百
間
口
被
下
候
所
、
最
早
舟
着
能
所
之
分
ハ
右
之
四
郎
兵
衛

御
拝
領
仕
候
故
、
末
々
ニ
至
而
ハ
家
も
立
て
か
た
く
奉
存
、
五
拾
間
ハ
指
上
ケ
候
へ

ハ
曽
我
丹
波
守
様
・
松
平
隼
人
正
様
御
褒
美
被
遊
、
重
而
南
側
ニ
て
家
立
申
時
節
申

上
候
、
必
先
五
拾
間
ハ
最
速
可
被
下
由
御
意
被
為
成
候
事
ニ
御
座
候
、 

一
、
残
リ
五
拾
間
ハ
至
只
今
ニ
親
次
郎
兵
衛
法
躰
名
ヲ
申
伝
候
徳
寿
町
と
申
、
于
今
私

所
持
仕
罷
有
候
、 

 

慶
安
四
年(

一
六
五
一)

に
、
江
戸
町
人
の
伏
見
屋
四
郎
兵
衛
へ
道
頓
堀
川
北
側
西
の

端
の
木
津
川
沿
い
に
公
儀
か
ら
屋
敷
が
下
さ
れ
、
そ
こ
か
ら
東
へ
順
に
安
井
九
兵
衛
・

難
波
孫
兵
衛
・
平
野
次
郎
兵
衛
へ
屋
敷
が
下
さ
れ
た
。
平
野
は
百
間
口
の
屋
敷
を
下
さ

れ
た
が
、
伏
見
屋
四
郎
兵
衛
が
す
で
に
船
着
場
と
し
て
良
い
所
を
拝
領
し
て
い
た
の
で
、

五
〇
間
は
公
儀
に
返
上
し
、
残
り
の
五
〇
間
は
親
次
郎
兵
衛
の
法
名
徳
寿
の
名
を
付
け

て
徳
寿
町
と
し
、
現
在
も
平
野
次
郎
兵
衛
が
所
持
し
て
い
る
と
い
う
。
後
述
の
「
道
頓

堀
川
大
絵
図
」
や
後
の
町
名
か
ら
す
る
と
、
道
頓
堀
川
北
側
は
西
か
ら
伏
見
屋
四
郎
兵

衛
町
・
新
大
黒
町
・
新
戎
町
・
難
波
孫
兵
衛
西
町
・
平
野
徳
寿
町
・
難
波
孫
兵
衛
東
町
・
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宗
右
衛
門
町
・
難
波
孫
兵
衛
町
の
順
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、「
遠
藤
・
安
井
氏
所
蔵
安

井
家
文
書
」
に
は
、
慶
安
四
年
一
二
月
一
三
日
付
の
三
冊
の
水
帳(

写)

が
の
こ
っ
て
い

る
。「
道
頓
堀
北
輪
新
戎
町
水
帳
」(

24)

「
道
頓
堀
南
輪
新
屋
敷
水
帳
」(

25)

「
道
頓
堀
南
輪

樋
屋
敷
水
帳
」(

26)
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
新
戎
町
・
平
野
徳
寿
町
・
樋
屋
敷
の
水
帳
で
、

新
戎
町
と
樋
屋
敷
の
差
出
人
は
安
井
道
卜(

九
兵
衛)

、
平
野
徳
寿
町
の
差
出
人
は
平
野

徳
寿
で
あ
る
。
新
戎
町
の
総
間
口
は
約
一
五
〇
間
、
平
野
徳
寿
町
は
約
五
〇
間
と
な
っ

て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
西
道
頓
堀
川
の
北
側
は
慶
安
四
年
頃
に
、
安
井
九
兵
衛
や

平
野
徳
寿
、
難
波
孫
兵
衛
ら
に
よ
っ
て
再
開
発
さ
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

 

同
様
に
、
時
期
は
未
詳
だ
が
高
津
五
右
衛
門
町
も
、
西
高
津
村
の
五
右
衛
門(

27)

に
よ

っ
て
開
発
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
難
波
孫
兵
衛
も
地
域
の
有
力
者
で
あ
る(

28)

。 

 

で
は
、「
安
井
九
兵
衛
書
上
」
に
出
て
く
る
、
あ
と
の
木
津
勘
助
、
伊
丹
屋
道
寿
が
ど

こ
を
開
発
し
た
の
か
検
討
し
て
み
よ
う
。
先
の
新
戎
町
の
水
帳
の
表
紙
に
は
「
安
井
道

卜
・
北
与
年
寄
」
と
あ
り
、
最
後
の
三
筆(

東
端)

は
そ
れ
ぞ
れ
間
口
一
〇
間
半
で
、
名

請
人
は
伊
勢
村
屋
新
右
衛
門
・
大
塚
屋
節
斎
・
川
崎
屋
治
右
衛
門
で
あ
る
。『
大
阪
市
史
』

第
一
に
よ
れ
ば
、
こ
の
三
人
は
い
ず
れ
も
こ
の
時
期
の
北
組
惣
年
寄
で
、
伊
丹
屋
道
寿

も
北
組
惣
年
寄
な
の
で
あ
る(

29)

。
類
推
で
は
あ
る
が
、
伊
丹
屋
道
寿
が
開
発
し
た
の
は

こ
の
あ
た
り
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
理
由
は
定
か
で
な
い
が
、
北
組
惣
年
寄
が
集
団
と

し
て
こ
こ
を
開
発
し
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
そ
う
だ
と
す
る
と
、
木
津
勘
助
は
残
り
の

新
大
黒
町
を
開
発
し
た
と
想
定
で
き
る
。
「
遠
藤
・
安
井
氏
所
蔵
安
井
家
文
書
」
に
は
、

新
戎
町
の
絵
図(

30)

が
残
っ
て
お
り
、
新
戎
町
の
西
隣
の
新
大
黒
町
の
と
こ
ろ
に
「
勘
助

町
」
と
記
さ
れ
て
い
る
の
も
傍
証
に
な
ろ
う(

31)

。 

 

こ
の
よ
う
に
、
寛
永
一
六
・
七
年
か
ら
慶
安
期
に
か
け
て(

お
も
に
一
六
四
〇
年
代)

、

一
旦
年
貢
地
と
な
っ
た
明
屋
敷
は
、
再
び
開
発
さ
れ
町
家
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
別
稿

で
詳
し
く
検
討
し
た
よ
う
に
、
立
慶
町
や
吉
左
衛
門
町
は
、
数
間
ず
つ
細
分
化
さ
れ
て

再
開
発
さ
れ
、
家
持
の
変
化
や
屋
敷
地
の
再
編
を
繰
り
返
し
な
が
ら
、
芝
居
小
屋
が
建

つ
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
一
方
、
東
西
の
端
の
年
貢
地
は
、
安
井
九

兵
衛
や
平
野
次
郎
兵
衛
も
含
め
て
、
地
域
の
有
力
者
な
ど
に
よ
っ
て
再
開
発
さ
れ
て
い

っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。 

  
 
 

二
、
明
暦
期
の
状
況 

 

１
．
史
料 

 

明
暦
元
年(

一
六
五
五)

の
水
帳
に
つ
い
て
検
討
す
る
。(

【
表
③
】
参
照) 

（
１
）
「
明
暦
元
年
北
南
道
頓
堀
水
帳
」(

32) 

 

ま
ず
、
戦
前
に
木
村
彦
右
衛
門
に
よ
っ
て
紹
介
さ
れ
た
「
明
暦
元
年
北
南
道
頓
堀
水

帳
」
に
つ
い
て
、
と
く
に
そ
の
形
式
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
き
た
い
。
た
だ
し
、
こ
れ

は
活
字
し
か
知
ら
れ
て
い
な
い
の
で
、
実
際
は
ど
ん
な
形
式
だ
っ
た
の
か
未
詳
な
部
分

も
あ
る
。
記
載
の
順
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
南
側
立
慶
町
→
南
側
吉
左
衛
門
町
→

南
側
九
郎
右
衛
門
町
→
南
側
木
津
組
→
北
側
宗
右
衛
門
町
・
北
側
宗
右
衛
門
町
横
堀
よ

り
弐
町
西
→
宗
右
衛
門
町
北
側
裏
町
新
町
筋
・
北
側
裏
町
太
左
衛
門
橋
筋
・
北
側
裏
町

畳
屋
町
筋
・
北
側
裏
町
木
引
町
筋
→
北
側
久
左
衛
門
町
・
北
側
裏
町
、
で
あ
る
。
最
後

に
ま
と
め
て
奥
書
が
あ
り
、
明
暦
元
年(

一
六
五
五)

五
月
二
八
日
の
日
付
が
あ
る
。
南

側
年
寄
立
慶
・
同
堺
屋
吉
左
衛
門
・
同
塩
屋
九
郎
右
衛
門
・
同
木
津
組
月
行
司
与
左
衛

門
・
北
側
年
寄
山
口
屋
宗
右
衛
門
・
同
は
り
ま
や
久
左
衛
門
と
あ
り
、
平
野
徳
寿
・
安

井
九
兵
衛
の
名
前
が
あ
る
。
あ
て
名
は
、
加
部
金
右
衛
門
・
西
田
伊
兵
衛
・
山
本
与
左

衛
門
・
大
次
加

（
マ
マ
）

伝
左
衛
門
と
大
坂
町
奉
行
所
の
役
人
の
名
前
で
あ
る
。 

 

年
寄
の
肩
書
が
南
輪
と
北
輪
と
さ
れ
て
い
る
の
み
で
、
順
番
は
各
町
と
対
照
し
て
書

か
れ
て
は
い
る
が
「
○
○
町
年
寄
」
と
な
っ
て
い
な
い
こ
と
に
注
目
し
て
お
き
た
い
。 
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（
２
）
「
道
頓
堀
川
大
絵
図
」(

33) 

 

「
遠
藤
・
安
井
氏
所
蔵
安
井
家
文
書
」
の
中
に
含
ま
れ
る
。
全
長
三
八
九
セ
ン
チ
に

及
ぶ
文
字
通
り
大
絵
図
で
あ
る
。「
明
暦
元
年
乙
未
五
月
二
八
日
」
と
水
帳
と
同
じ
日
付

で
、
「
平
野
徳
寿
印
判
・
安
井
道
卜
印
判
」
と
あ
り
、
写(

控)

で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

記
載
内
容
は
、
若
干
の
文
字
の
異
同
は
あ
る
が
、
水
帳
と
同
じ
で
あ
る
。
表
間
口
と
名

前
が
記
載
さ
れ
て
い
る
町
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
南
側
は
、
東
か
ら
立
慶
町
・
吉
左

衛
門
町
・
九
郎
右
衛
門
町
・
木
津
組
・
樋
屋
敷
で
あ
る
。
立
慶
町
の
東
は
「
是
よ
り
東

者
高
津
五
右
衛
門
町
」
と
あ
り
、
樋
屋
敷
の
西
は
「
是
よ
り
野
畠
」
と
あ
る
。
北
側
は
、

東
か
ら
大
和
町
・
宗
右
衛
門
町
・
久
左
衛
門
町
・(

難
波
孫
兵
衛
町
・)

宗
右
衛
門
町
・(

難

波
孫
兵
衛
東
町
・)

〈
平
野
徳
寿
町
・
〉(

難
波
孫
兵
衛
西
丁
・)

〈
新
戎
町
〉
と
あ
る
。

（ 

）
は
町
名
は
あ
る
が
内
容
の
記
載
の
な
い
町
で
、〈 

〉
は
町
名
は
な
い
が
内
容
の

記
載
は
あ
る
町
で
あ
る
。
こ
の
ほ
か
、
大
和
町
か
ら
北
へ
問
屋
町
と
竹
屋
町
の
間
に
延

び
る
大
法
寺
裏
屋
敷
、
宗
右
衛
門
町
の
北
側
に
あ
る
裏
町
に
つ
い
て
内
容
の
記
載
が
あ

る
。
た
だ
し
、
裏
町
の
部
分
は
「
宗
右
衛
門
町
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
。
橋
は
、
東
か

ら
大
和
町
橋
東
・
大
和
町
橋
西
・
日
本
橋
・
戎
橋
・
難
波
橋
が
描
か
れ
て
い
る
。 

（
３
）
各
町
の
水
帳 

 

「
遠
藤
・
安
井
氏
所
蔵
安
井
家
文
書
」
に
は
、
立
慶
町
・
吉
左
衛
門
町
・
九
郎
右
衛

門
町
・
木
津
組
・
樋
屋
敷
・
大
和
町
・
宗
右
衛
門
町
・
久
左
衛
門
町
・
新
戎
町
・
大
法

寺
裏
屋
敷
・
裏
町
の
一
一
冊
の
水
帳
が
の
こ
っ
て
い
る(

34)

。
「
道
頓
堀
川
大
絵
図
」
に

記
載
の
あ
る
町
と
比
べ
る
と
、
平
野
徳
寿
町
を
除
く
す
べ
て
の
町
の
水
帳
が
の
こ
っ
て

い
る
。
立
慶
町
・
吉
左
衛
門
町
・
九
郎
右
衛
門
町
・
宗
右
衛
門
町
・
久
左
衛
門
町
・
裏

町
は
年
寄
・
月
行
司
が
署
判
し
、
安
井
道
卜
と
平
野
徳
寿
の
奥
判
が
あ
る
。
木
津
組
は

年
寄
の
記
載
は
な
く
、
月
行
司
の
署
判
と
安
井
・
平
野
の
奥
判
が
あ
る
。
安
井
・
平
野

が
奥
判
し
て
い
る
の
は
七
町
で
あ
る
。
残
り
の
樋
屋
敷
・
大
和
町
・
新
戎
町
・
大
法
寺

裏
屋
敷
は
安
井
九
兵
衛
が
年
寄
を
つ
と
め
て
お
り
、
平
野
の
奥
判
な
ど
は
な
い
。 

 
大
阪
歴
史
博
物
館
所
蔵
「
安
井
家
文
書
」
の
な
か
に
、
中
身
の
な
い
袋
が
あ
り
、
表

に
は
「
明
暦
元
年
道
頓
堀
川
中
水
帳
留 

帳
数
拾
壱
冊
」
と
書
か
れ
て
い
る
。
裏
に
は

「
道
頓
堀
川
大
絵
図
も
此
内
ニ
有
」
と
あ
る
。
お
そ
ら
く
、
新
し
く
見
つ
か
っ
た
水
帳

一
一
冊
は
「
道
頓
堀
川
大
絵
図
」
と
と
も
に
、
も
と
も
と
は
こ
の
袋
に
入
っ
て
い
た
も

【表③】道頓堀各町の水帳・水帳絵図 

元和 慶安４ 北南 絵図 寛文２ 延宝7 元禄7
高津五右衛門町 ○

8 立慶町 ○ ◎ 奥印 ○ △ ◎ ○
8 吉左衛門町 ○ ◎ 奥印 ○ △ ○(△) ○
8 九郎右衛門町 ○ ◎ 奥印 ○ △ ○

木津組 ○ ○ 奥印 ○ △
樋屋敷 ○? ○ ◎ 年寄 △

8 湊町 △ ○

大法寺裏屋敷 ◎ 年寄 △
大和町 ○ ◎ 年寄 △

裏町 ○* ○(△) 奥印 ○ △
8 御前町 ◎ ○
8 布袋町 ○ ○

8 宗右衛門町 ○ ○ 奥印 ○ △ ◎ ○
8 久左衛門町 ○ ○ 奥印 ○ △ ◎ ◎ ○

新難波町 ?
平野徳寿町 ? ○ （年寄） △
新戎町 ? ○ ◎ 年寄 △

◎水帳・絵図ともあり、○水帳のみあり、△絵図のみあり
( )は大阪歴史博物館所蔵安井家文書
元和期は町の区分なし、*は別帳
寛文２の久左衛門町は、「裏筋」の分筆に伴う作り替え
延宝7に、木津組と樋屋敷に合併、裏町は御前町・布袋町などに再編
8は、いわゆる「川八町」に属する町

明暦１
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の
と
考
え
ら
れ
る
。 

２
．
水
帳
・
絵
図
作
成
の
意
義 

 

で
は
、
こ
れ
ら
の
水
帳
・
絵
図
が
ど
う
し
て
作
成
さ
れ
、
安
井
家
に
の
こ
さ
れ
た
の

で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
、
寛
文
一
〇
年
（
一
六
七
〇
）
一
一
月
一
五
日
付
の
安
井
九
兵
衛

が
大
坂
町
奉
行
に
宛
て
た
「
私
親
安
井
九
兵
衛
道
頓
堀
堀
立
、
于
今
組
合
之
分
支
配
仕

来
候
由
緒
書
付
覚
」
の
一
節
を
み
て
み
よ
う
。 

【
史
料
④
】(

35) 

一
、
由
緒
有
之
取
立
候
道
頓
堀
川
之
儀
ニ
而
御
座
候
故
、
五
拾
九
年
以
来
親
九
兵
衛
よ

り
只
今
私
迄
組
合
八
町
之
分
何
事
ニ
よ
ら
す
支
配
仕
来
、
御
公
儀
様
ニ
茂
其
通
被
聞

召
上
、
則
十
六
年
以
前
明
暦
元
年
水
帳
御
改
之
刻
茂
、
大
坂
余
之
町
々
者
其
町
々
之

年
寄
計
奥
書
之
判
形
仕
候
、
道
頓
堀
組
合
八
町
之
分
者
、、
町
々
下
年
寄
者
親
九
兵
衛

申
付
置
申
候
故
、
奥
書
ニ
九
兵
衛
并
藤
次
筋
目
御
座
候
ニ
付
、
藤
次
弟
平
野
徳
寿
与

両
人
判
形
加
江
置
申
候
、
由
緒
有
之
所
者
其
外
茂
如
斯
被
遊
御
取
置
被
成
候
、
則
道

頓
堀
大
絵
図
茂
壱
枚
ニ
仕
差
上
ケ
申
候
、
其
上
惣
会
所
ニ
而
惣
年
寄
共
万
事
御
法
度

申
渡
候
刻
、
取
置
候
判
形
之
外
ニ
八
町
之
下
年
寄
之
証
拠
、
我
等
差
図
請
来
候
手
形

茂
御
座
候
、
下
年
寄
替
り
候
得
者
私
方
よ
り
指
図
を
以
、
私
曲
無
之
も
の
申
付
、
則

手
形
致
さ
せ
置
申
候
御
事
、 

  

安
井
家
で
は
、
道
頓
堀
川
開
削
以
来
、
親
九
兵
衛
（
道
卜
）
の
代
か
ら
「
組
合
八
町
」

を
支
配
し
て
き
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
明
暦
元
年
の
水
帳
作
成
の
時
も
、
各
町
の
下
年

寄
は
安
井
道
卜
が
任
命
し
た
の
で
、
安
井
九
兵
衛
と
平
野
徳
寿
の
二
人
が
奥
判
し
て
い

る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
安
井
と
同
様
の
開
発
等
の
由
緒
を
持
つ
者
が
い
る
町

で
は
、
同
じ
措
置
が
取
ら
れ
て
い
る
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
水
帳
作
成
時
に
「
道
頓

堀
大
絵
図
」
も
一
緒
に
作
成
し
て
提
出
し
た
と
し
て
い
る
。 

 

道
頓
堀
開
発
の
由
緒
を
持
つ
安
井
家
の
認
識
で
は
、
特
別
な
権
限
を
有
す
る
道
頓
堀

の
「
組
合
八
町
」
は
、
道
卜
が
下
年
寄
を
任
命
し
、
水
帳
に
平
野
と
と
も
に
奥
判
し
て

い
る
町
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
の
範
囲
は
、
木
村
彦
右
衛
門
の
紹
介
し
た
「
明
暦
元

年
北
南
道
頓
堀
水
帳
」
と
一
致
す
る
。
し
か
し
、
安
井
・
平
野
が
奥
判
し
て
い
る
の
は

前
述
の
よ
う
に
七
町
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
宗
右
衛
門
町
の
う
ち
、
西
横
堀
よ
り
西
に

飛
び
地
と
な
っ
て
い
る
部
分
を
一
町
と
数
え
て
、
合
わ
せ
て
八
町
と
し
て
い
る
と
理
解

し
て
お
き
た
い
。
こ
の
範
囲
は
、
裏
町
を
除
い
て
、
部
分
的
な
年
貢
地
は
存
在
す
る
が
、

全
面
的
に
は
年
貢
地
と
は
な
ら
な
か
っ
た
町
々
で
、
安
井
・
平
野
の
一
定
の
支
配
が
継

続
し
て
い
た
範
囲
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
で
は
、
な
ぜ
裏
町
が
含
ま
れ
て
い
る
の

で
あ
ろ
う
か
。
裏
町
が
年
貢
地
と
な
っ
た
こ
と
は
【
表
②
】
や
「
大
坂
三
郷
町
絵
図
」

の
表
記
で
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
（【
図
】）。
だ
が
、
明
暦
元
年
の
年
寄
は
宗
右
衛
門
町
年

寄
山
口
屋
宗
右
衛
門
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、下
年
寄
の
一
人
が
年
寄
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

「
道
頓
堀
川
大
絵
図
」
に
は
、
町
名
は
裏
町
で
は
な
く
、
宗
右
衛
門
町
と
な
っ
て
い
る
。

下
年
寄
の
一
人
で
あ
る
宗
右
衛
門
が
支
配
す
る
町
＝
安
井
・
平
野
が
支
配
す
る
町
と
い

う
認
識
に
な
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
、
と
考
え
ら
れ
る
。 

 

そ
し
て
、
明
暦
の
水
帳
作
成
時
に
一
緒
に
提
出
し
た
絵
図
は
、「
遠
藤
・
安
井
氏
所
蔵

安
井
家
文
書
」
の
「
道
頓
堀
川
大
絵
図
」
に
他
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、「
道
頓

堀
川
大
絵
図
」
に
は
、
右
の
八
町
を
超
え
た
町
の
内
容
記
載
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
町
は
、

す
べ
て
安
井
九
兵
衛
か
平
野
次
郎
兵
衛
が
年
寄
を
つ
と
め
る
町
で
あ
っ
た
。
こ
の
段
階

で
は
、
安
井
・
平
野
は
、
奥
判
を
し
て
い
る
「
八
町
」
だ
け
で
な
く
、
年
寄
を
つ
と
め

て
い
る
町
も
支
配
し
て
い
る
、
つ
ま
り
開
発
の
由
緒
が
あ
る
町
で
あ
る
と
主
張
し
よ
う

と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
絵
図
に
内
容
の
記
載
の
な
い
高
津
五
右
衛
門
町

や
難
波
孫
兵
衛
町
は
、
年
貢
地
が
五
右
衛
門
や
孫
兵
衛
に
よ
っ
て
再
開
発
さ
れ
、
安
井
・
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平
野
の
由
緒
が
意
味
を
持
た
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
町
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
南
側

の
樋
屋
敷
よ
り
西
も
「
野
畠
」
と
表
記
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
は
安
井
九
兵
衛
と
平
野

次
郎
兵
衛
の
「
請
所
」(

36)(

所
持
地)

で
あ
る
。
し
か
し
、
年
貢
地
の
ま
ま
な
の
で
、
こ

の
よ
う
な
表
現
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

 

３
．
下
年
寄
の
性
格 

 

次
に
、
下
年
寄
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
よ
う
。
前
述
の
よ
う
に
、
元
和
九
年
の
帳
面

で
は
、
南
側
で
は
す
で
に
「
境
組
」「
塩
屋
組
」「
木
津
組
」
の
区
分
が
あ
っ
た
よ
う
で
、

そ
れ
が
そ
の
ま
ま
後
の
町
に
踏
襲
さ
れ
て
い
く
。
一
方
、
北
側
で
は
善
兵
衛
や
庄
兵
衛

と
い
っ
た
下
年
寄
的
な
存
在
の
管
轄
区
域
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。【
史
料
①
】
の
寛
永

一
七
年
の
証
文
や
、
「
明
暦
元
年
北
南
道
頓
堀
水
帳
」
で
は
、「
道
頓
堀
南
輪
年
寄
」
な

ど
と
表
記
さ
れ
て
い
る
。
寛
文
四
年
（
一
六
六
四
）
の
文
書
で
も
「
道
頓
堀
年
寄
」
と

表
記
さ
れ
て
い
る
場
合
も
あ
る(

37)

。
こ
の
よ
う
に
、
下
年
寄
は
安
井
・
平
野
が
支
配
す

る
「
道
頓
堀
」
全
体
の
下
年
寄
で
、
町
は
そ
の
管
轄
区
域
と
い
う
意
識
が
働
い
て
い
る

の
で
は
な
い
か
、
と
思
わ
れ
る
。 

 

山
ノ
口
屋
宗
右
衛
門
は
、
宗
右
衛
門
町
の
年
寄
で
あ
っ
た
。宗
右
衛
門
町
の
範
囲
は
、

道
頓
堀
北
側
の
日
本
橋
の
東
か
ら
戎
橋
と
、
西
横
堀
の
西
の
二
つ
の
区
域
が
あ
っ
た
。

な
ぜ
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
起
こ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
西
横
堀
の
西
の
区
域
は
「
大
坂
三

郷
町
絵
図
」を
み
て
も
、こ
の
部
分
だ
け
年
貢
地
で
は
な
か
っ
た
よ
う
だ（
前
掲【
図
】）。

年
貢
地
に
な
ら
な
か
っ
た
理
由
は
定
か
で
は
な
い
が
、
安
井
・
平
野
が
当
初
か
ら
継
続

し
て
支
配
し
て
い
た
土
地
だ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
そ
こ
を
山
ノ
口
屋
宗
右
衛
門
が
下
年

寄
と
し
て
管
轄
し
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
が
そ
の
ま
ま
宗
右
衛
門
町
と

な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
、
飛
び
地
の
よ
う
な
格
好
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。 

 

一
方
、
前
述
の
よ
う
に
宗
右
衛
門
は
裏
町
の
年
寄
で
も
あ
っ
た
。
い
ろ
い
ろ
な
可
能

性
が
あ
る
が
、
一
つ
に
は
再
開
発
は
安
井
九
兵
衛
が
行
い
、
宗
右
衛
門
町
の
北
側
だ
っ

た
た
め
に
下
年
寄
の
宗
右
衛
門
に
年
寄
を
任
せ
た
と
い
う
可
能
性
で
あ
る
。
も
う
一
つ

は
、
年
貢
地
の
再
開
発
を
宗
右
衛
門
が
行
っ
て
、
そ
の
ま
ま
年
寄
に
な
っ
て
し
ま
っ
た

と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
。
し
か
し
、
宗
右
衛
門
は
下
年
寄
だ
っ
た
た
め
、「
八
町
」
に

位
置
付
け
ら
れ
て
し
ま
っ
た
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
広
い
範
囲
の
年
寄
を
つ
と
め
る
宗

右
衛
門
は
、
戎
橋
橋
詰
北
東
に
一
四
間
と
一
三
間
の
屋
敷
を
持
ち
、
裏
町
に
も
二
間
の

屋
敷
を
持
っ
て
お
り
、
北
側
の
有
力
者
で
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
し

か
し
、
元
和
期
に
は
後
の
宗
右
衛
門
町
の
区
域
に
宗
右
衛
門
と
思
わ
れ
る
人
物
の
名
は

な
く
、
開
発
当
初
か
ら
の
家
持
で
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。 

 

一
方
、
久
左
衛
門
町
の
年
寄
で
あ
る
播
磨
屋
久
左
衛
門
は
、
元
和
か
ら
久
左
衛
門
町

の
区
域
に
一
〇
間
の
屋
敷
（
145
）
を
所
持
し
て
い
る
が
、
前
述
の
よ
う
に
下
年
寄
は
善

兵
衛
で
は
な
か
っ
た
か
と
推
定
さ
れ
る
。
だ
が
、
こ
の
145
の
屋
敷
は
、
「
道
頓
堀
川
大

絵
図
」を
見
る
と
、「
寺
町
筋
」と
い
う
道
を
挟
ん
で
東
西
五
間
ず
つ
に
分
か
れ
て
い
る
。

前
後
の
屋
敷
割
は
ほ
ぼ
同
じ
ま
ま
な
の
で
、
元
和
と
明
暦
の
間
に
屋
敷
の
真
ん
中
に
道

を
通
し
た
と
は
考
え
に
く
く
、
元
和
の
段
階
で
道
が
通
っ
て
い
た
と
考
え
る
方
が
自
然

で
あ
る
。
し
か
も
、
道
を
挟
ん
だ
土
地
を
一
筆
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
推
測
で
は
あ

る
が
、
町
家
が
開
発
さ
れ
る
以
前
か
ら
道
が
あ
り
、
久
左
衛
門
が
そ
の
両
側
に
何
ら
か

の
権
益
（
土
地
の
所
持
）
を
持
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
う
す
る
と
、
久

左
衛
門
は
開
発
当
初
は
下
年
寄
で
は
な
か
っ
た
が
、
有
力
者
で
あ
り
、
の
ち
に
下
年
寄

に
な
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
な
お
、
同
じ
よ
う
に
道
を
挟
ん
だ
土
地
が
一

筆
と
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
が
、
129
の
「
な
へ
や
宗
圓
」
の
屋
敷
で
あ
る
。
元

和
で
は
一
九
間
の
屋
敷
で
あ
る
が
、「
道
頓
堀
川
大
絵
図
」
で
は
、
こ
こ
は
難
波
橋
北
詰

で
「
裏
町
筋
」
を
挟
ん
で
東
一
五
間
と
西
四
間
に
分
か
れ
て
お
り
、
名
前
は
い
ず
れ
も



近世前期道頓堀の開発過程―新出文書の検討から― 

 (12)

「
な
へ
屋
吉
右
衛
門
」
と
な
っ
て
い
る
。
間
口
の
大
き
さ
か
ら
考
え
て
も
宗
圓
は
も
と

も
と
の
有
力
者
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

 

な
お
、
の
ち
に
戎
橋
北
詰
と
な
る
、
151
（
一
五
間
）
と
152
（
一
〇
間
）
は
、「
二
郎

兵
衛
・
九
兵
衛
」、
つ
ま
り
平
野
次
郎
兵
衛
・
安
井
九
兵
衛
の
名
前
に
な
っ
て
い
る
。
明

暦
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
年
寄
の
播
磨
屋
久
左
衛
門
と
山
ノ
口
屋
宗
右
衛
門
の
屋
敷
と
な
っ

て
い
る
。
下
年
寄
に
な
っ
た
二
人
に
、
安
井
と
平
野
か
ら
橋
詰
の
角
屋
敷
を
与
え
ら
れ

た
の
で
あ
ろ
う
か
。 

 

４
．
元
和
と
明
暦
の
比
較 

 

元
和
期
の
水
帳
と
、
明
暦
の
水
帳
を
【
別
表
】
を
も
と
に
比
べ
て
み
よ
う
。
屋
敷
割

に
つ
い
て
は
、
一
致
す
る
と
思
わ
れ
る
屋
敷
に
◇
を
付
け
た
。
中
心
部
の
九
郎
右
衛
門

町
・
久
左
衛
門
町
・
宗
右
衛
門
町
で
は
、
合
筆
・
分
筆
な
ど
は
あ
る
が
元
和
期
の
屋
敷

割
が
ほ
ぼ
踏
襲
さ
れ
て
い
る
。
立
慶
町
や
吉
左
衛
門
町
に
つ
い
て
は
、
別
稿
で
詳
し
く

検
討
し
た
よ
う
に
、
踏
襲
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
る
が
、
再
開
発
地
（
年
貢
地
）
を

中
心
に
屋
敷
割
が
再
編
さ
れ
、
芝
居
小
屋
に
な
っ
て
い
く
と
こ
ろ
も
多
か
っ
た
。
そ
し

て
、
日
本
橋
以
東
や
西
道
頓
堀
北
側
で
は
、
元
和
期
の
屋
敷
割
に
関
係
な
く
再
開
発
が

行
わ
れ
た
。 

 

で
は
、
元
和
期
の
屋
敷
割
を
踏
襲
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
は
、
人
的
な
つ
な
が
り
は
あ

る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
ち
ら
も
一
致
す
る
と
思
わ
れ
る
と
こ
ろ
に
◆
を
付
け
た
が
、
吉

左
衛
門
町
で
一
軒
、
九
郎
右
衛
門
町
で
三
軒
、
木
津
組
で
三
軒
、
久
左
衛
門
町
で
二
軒

の
み
と
な
っ
て
い
る
。
約
三
〇
年
間
で
、
ほ
と
ん
ど
の
町
屋
敷
は
家
持
が
交
代
し
て
い

る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。 

  

 
 
 

三
、
明
暦
以
降
の
動
向 

 

１
．
寛
文
期
の
動
向 

 

寛
文
二
年
（
一
六
六
二
）
五
月
二
一
日
付
の
「
道
頓
堀
久
左
衛
門
丁
水
帳
」(

38)

が
残

っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、「
北
側
裏
町
」
と
し
て
安
井
九
兵
衛
所
持
の
三
筆
の
屋
敷
が
一
四

筆
に
分
割
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
新
た
に
作
成
さ
れ
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。
そ
れ
ま

で
は
屋
敷
の
表
は
南
北
の
道
に
面
し
て
い
た
が
、
こ
の
と
き
三
津
寺
町
と
の
間
に
東
西

に
面
し
て
道
が
造
ら
れ
、
そ
ち
ら
を
表
に
し
て
分
割
さ
れ
て
い
る
。
町
境
の
未
開
発
地

（
あ
る
い
は
借
屋
）
が
、
町
家
と
し
て
整
備
さ
れ
て
い
っ
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。 

 

寛
文
一
一
年
（
一
六
七
一
）
九
月
に
は
、
問
屋
町
と
竹
屋
町
の
間
に
延
び
て
い
た
「
大

法
寺
裏
屋
敷
」
が
、
問
屋
町
に
編
入
さ
れ
て
い
る(

39)

。
寛
文
一
一
年
の
時
点
で
は
、「
南

問
屋
町
裏
屋
敷
」
と
表
記
さ
れ
て
い
る
。「
大
法
寺
裏
屋
敷
」
に
つ
い
て
は
、
管
見
の
か

ぎ
り
従
来
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
「
町
」
な
の
で
、
ど
の
よ
う
な
経
緯
で
で
き
た
の
か

未
詳
で
あ
り
、
後
考
を
期
し
た
い
。
お
そ
ら
く
東
横
堀
川
沿
い
に
つ
く
ら
れ
た
問
屋
町

と
島
之
内
の
町
割
と
の
間
で
、
そ
の
齟
齬
を
調
整
す
る
た
め
に
で
き
た
町
だ
っ
た
と
考

え
ら
れ
る(

40)

。
こ
の
時
点
で
そ
う
い
っ
た
い
び
つ
な
形
の
町
を
整
理
し
よ
う
と
し
た
も

の
と
考
え
て
お
き
た
い
。 

 

２
．
延
宝
七
年
の
水
帳 

（
１
）
町
域
の
再
編 

 

延
宝
七
年
（
一
六
七
九
）
の
水
帳
が
の
こ
っ
て
い
る
。
立
慶
町
・
吉
左
衛
門
町
・
宗

右
衛
門
町
・
久
左
衛
門
町
・
裏
御
前
町
・
布
袋
町
の
六
町
分
が
の
こ
っ
て
い
る
。
し
か

し
、
日
付
は
布
袋
町
・
宗
右
衛
門
町
が
九
月
一
一
日
、
裏
御
前
町
が
九
月
一
三
日
な
の

に
対
し
、
残
り
三
町
は
一
二
月
七
日
と
な
っ
て
い
る
。
九
月
の
日
付
に
な
っ
て
い
る
三
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町
の
水
帳
の
奥
書
を
み
て
い
こ
う
。 

【
史
料
⑤
】 

（
裏
御
前
町
）(

41) 

右
裏
御
前
町
ハ
四
筋
ニ
分
レ
壱
丁
ニ
而
し
ま
り
悪
敷
御
座
候
ニ
付
、
北
之
丁
塗
師
屋
町

之
家
弐
拾
壱
軒
同
通
之
家
八
軒
合
弐
拾
九
軒
、
裏
御
前
町
ニ
成
、
先
年
之
水
帳
之
面
今

度
裏
御
前
町
ニ
被
仰
付
候
分
写
、
増
不
足
之
家
数
役
数
相
改
、
無
相
違
只
今
之
町
人
判

形
仕
指
上
申
候
、
為
後
日
仍
如
件
、 

（
布
袋
町
）(

42) 

右
此
町
之
儀
ハ
、
畳
屋
町
長
キ
丁
ニ
而
家
数
役
数
多
ク
候
故
、
南
之
辻
よ
り
南
之
家
拾

九
軒
、
同
シ
通
之
御
前
町
之
家
拾
壱
軒
、
合
三
拾
軒
壱
丁
ニ
被
成
、
布
袋
町
と
名
を
改

メ
、
先
年
之
水
帳
之
面
此
度
布
袋
町
ニ
成
候
分
写
、
家
数
役
数
相
改
、
表
口
裏
行
無
相

違
只
今
之
丁
人
判
形
仕
差
上
申
候
、
為
後
日
仍
如
件 

（
宗
右
衛
門
町
）(

43) 

右
道
頓
堀
宗
右
衛
門
丁
之
儀
、
西
横
堀
并
久
左
衛
門
町
難
波
上
之
町
を
隔
又
宗
右
衛
門

丁
有
之
ニ
付
、
今
度
御
吟
味
被
成
、
西
ニ
在
之
分
別
町
ニ
被
仰
付
候
、
其
上
東
之
端
安

井
九
兵
衛
屋
敷
壱
軒
大
和
町
へ
加
り
、
北
之
端
ニ
在
之
山
口
屋
善
兵
衛
屋
敷
壱
軒
菊
屋

町
へ
加
り
候
故
、
水
帳
作
り
直
シ
、
只
今
之
家
主
之
名
を
書
付
判
形
仕
指
上
ヶ
申
候
、

尤
先
年
之
奥
書
前
ニ
書
付
御
座
候
、
仍
如
件
、 

  

こ
こ
で
は
、
裏
町
の
町
域
が
延
宝
七
年
の
水
帳
作
成
時
に
再
編
さ
れ
た
こ
と
が
記
さ

れ
て
い
る
。
周
知
の
こ
と
も
あ
る
が(

44)

、
こ
こ
で
も
う
一
度
検
討
し
て
お
き
た
い
。
な

お
、
再
編
以
前
に
裏
町
は
裏
御
前
町
・
御
前
町
と
も
呼
ば
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
明

暦
の
水
帳
で
は
太
左
衛
門
橋
筋
に
「
御
前
屋
」
の
屋
号
を
も
つ
者
が
見
え
る
こ
と
か
ら
、

そ
こ
か
ら
名
づ
け
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。 

 

裏
町
は
、
「
明
暦
元
年
北
南
道
頓
堀
水
帳
」「
道
頓
堀
川
大
絵
図
」
に
よ
る
と
、
四
筋

に
分
か
れ
て
い
た
。
新
町
筋
に
西
側
の
み
、
太
左
衛
門
橋
筋
（
笠
屋
町
の
筋
・
塗
師
屋

町
の
筋
）
東
西
両
側
、
畳
屋
町
筋
東
西
両
側
、
木
引
町
筋
（
戎
橋
の
筋
、
菊
屋
町
・
心

斎
橋
の
筋
）
東
西
両
側
の
四
つ
の
部
分
で
あ
る
。 

 

裏
御
前
町
の
水
帳
奥
書
を
見
る
と
、
北
之
丁
と
塗
師
屋
町
の
う
ち
の
二
一
軒
と
同
じ

太
左
衛
門
橋
筋
に
あ
る
裏
御
前
町
の
八
軒
を
足
し
た
計
二
九
軒
を
一
町
に
し
て
裏
御
前

町
と
し
た
、
と
記
し
て
い
る
。
実
際
の
水
帳
の
記
載
は
、
家
数
二
六
軒
・
役
数
二
九
役

と
な
っ
て
い
て
、
役
数
で
数
え
て
い
る
。
旧
裏
御
前
町
の
分
だ
け
で
見
る
と
、
家
数
は

七
軒
だ
が
、
二
軒
役
が
一
軒
あ
る
の
で
、
八
軒
（
役
）
と
計
算
し
て
い
る
よ
う
だ(

45)

。

畳
屋
町
筋
で
も
同
様
に
、
北
側
の
畳
屋
町
の
う
ち
の
南
側
の
一
一
軒
と
畳
屋
町
筋
に
あ

る
御
前
町
の
一
一
軒
が
一
町
に
な
り
、
布
袋
町
と
名
付
け
ら
れ
た
。
新
町
筋
で
も
、
同

様
の
措
置
が
取
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
新
町
筋
に
面
し
た
南
新
町
の
一
五
軒
、
南
塗
師

屋
町
の
九
軒
と
御
前
町
の
六
軒
の
計
三
〇
軒
が
一
町
に
な
っ
て
、
南
塗
師
屋
町
と
な
っ

た(

46)

。 

 

で
は
、
木
引
町
筋
は
ど
う
な
の
か
。
宗
右
衛
門
町
の
水
帳
奥
書
に
は
、
北
の
端
に
あ

る
山
口
屋
善
兵
衛
の
屋
敷
一
軒
が
菊
屋
町
に
加
わ
っ
た
と
あ
る
。
「
道
頓
堀
川
大
絵
図
」

に
よ
る
と
、
当
該
の
屋
敷
は
木
引
町
筋
東
側
で
、
そ
の
北
側
に
裏
町
に
属
す
る
八
軒
が

東
西
両
側
に
あ
る
。
享
保
一
一
年(

一
七
二
六)

の
菊
屋
町
の
水
帳(

47)

に
よ
れ
ば
、
菊
屋

町
の
町
域
は
、
こ
の
宗
右
衛
門
町
の
一
軒
と
裏
町
の
八
軒
を
含
み
こ
ん
で
い
る
。
「
遠

藤
・
安
井
氏
所
蔵
安
井
家
文
書
」
に
菊
屋
町
の
絵
図
が
残
っ
て
い
る(

48)

。
家
持
の
名
前

か
ら
明
暦
二
年
（
一
六
五
六
）
以
前
の
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
菊
屋

町
の
町
域
は
八
幡
筋
か
ら
南
の
一
二
軒
だ
け
で
、
三
津
寺
筋
寄
り
の
東
側
八
間
と
西
側

一
一
間
は
「
道
頓
堀
領
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
「
道
頓
堀
領
」
と
記
載
さ
れ
て

い
る
町
屋
敷
は
、「
道
頓
堀
川
大
絵
図
」な
ど
で
は
裏
町
に
な
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
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延
宝
七
年
九
月
か
そ
の
直
前
に
、
宗
右
衛
門
町
の
一
軒
と
裏
町
の
う
ち
木
引
町
筋
沿
い

の
八
軒
が
菊
屋
町
に
編
入
さ
れ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
従
来
の
菊
屋
町
の
研
究

で
は
、
万
治
二
年
（
一
六
五
九
）
か
ら
天
和
二
年
（
一
六
八
二
）
ま
で
の
間
に
家
数
が

倍
増
し
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る(

49)

が
、
町
域
の
拡
大
を
想
定
し
た
も
の
で
は

な
か
っ
た
。
こ
の
町
域
拡
大
を
念
頭
に
お
い
て
一
七
世
紀
の
菊
屋
町
に
つ
い
て
再
検
討

す
る
必
要
が
あ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
稿
を
改
め
て
検
討
し
た
い
と
思
う
。 

 

宗
右
衛
門
町
の
水
帳
奥
書
に
よ
れ
ば
、
宗
右
衛
門
町
の
う
ち
西
横
堀
川
よ
り
西
の
区

域
が
別
町
（
釜
屋
町
）
に
な
り
、
東
端
の
安
井
九
兵
衛
野
屋
敷
も
大
和
町
に
編
入
さ
れ

た
。
ま
た
、
木
津
組
と
樋
屋
敷
が
合
併
し
て
湊
町
と
な
っ
た
こ
と
も
知
ら
れ
て
い
る(

50)

。 

 

こ
の
よ
う
に
、
延
宝
七
年
に
道
頓
堀
周
辺
の
町
で
は
町
域
が
再
編
さ
れ(

51)

、
九
月
に

水
帳
が
作
り
直
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
町
域
に
変
更
の
な
か
っ
た
立
慶
町
・
吉

左
衛
門
町
・
久
左
衛
門
町
の
水
帳
は
同
年
一
二
月
に
作
り
替
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。 

（
２
）
川
八
町 

 

こ
の
町
域
の
変
更
は
、
前
述
の
寛
文
一
〇
年
の
由
緒
書
で
安
井
九
兵
衛
が
述
べ
て
い

る
「
組
合
八
町
」
の
ま
と
ま
り
に
も
変
化
を
及
ぼ
し
た
。
幕
末
ま
で
家
屋
敷
の
相
続
・

売
買
時
の
振
舞
銀
の
支
払
い
な
ど
安
井
家
が
特
別
な
権
限
を
有
し
た
立
慶
町
・
吉
左
衛

門
町
・
九
郎
右
衛
門
町
・
湊
町
・
宗
右
衛
門
町
・
久
左
衛
門
町
・
御
前
町
・
布
袋
町
の

八
町
が
「
川
八
町
」
で
あ
っ
た(

52)

。
「
組
合
八
町
」
と
「
川
八
町
」
を
比
べ
る
と
、
樋

屋
敷
と
、
御
前
町
・
布
袋
町
の
旧
裏
町
（
旧
裏
御
前
町
）
で
は
な
か
っ
た
区
域
が
増
え
、

逆
に
旧
裏
町
の
う
ち
新
町
筋
と
木
引
町
筋
に
面
し
た
区
域
と
宗
右
衛
門
町
の
西
横
堀
川

よ
り
西
と
菊
屋
町
に
編
入
さ
れ
た
区
域
が
減
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
お
そ
ら

く
、
町
域
の
再
編
に
と
も
な
っ
て
、
権
限
の
及
ぶ
範
囲
も
整
理
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か

と
考
え
ら
れ
る
。 

 

こ
の
う
ち
樋
屋
敷
は
、
安
井
家
が
年
寄
を
つ
と
め
、「
道
頓
堀
川
大
絵
図
」
に
内
容
が

記
載
さ
れ
て
い
た
。
で
は
、「
道
頓
堀
川
大
絵
図
」
に
記
載
さ
れ
て
お
り
、
安
井
家
が
年

寄
だ
っ
た
他
の
大
法
寺
裏
屋
敷
・
大
和
町
・
新
戎
町
は
ど
う
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

大
法
寺
裏
屋
敷
は
先
述
の
よ
う
に
寛
文
一
一
年
に
問
屋
町
に
編
入
さ
れ
た
。
新
戎
町
は

未
詳
で
あ
る
。
大
和
町
に
つ
い
て
は
、
水
帳
奥
書(

53)

に
よ
る
と
、
延
宝
七
年
九
月
一
三

日
の
段
階
で
は
安
井
九
兵
衛
が
年
寄
を
つ
と
め
て
い
る
が
、
元
禄
七
年
一
〇
月
で
は
樽

井
屋
作
兵
衛
が
年
寄
を
つ
と
め
て
い
る
。
安
井
が
年
寄
を
つ
と
め
て
い
る
間
は
、
年
寄

と
し
て
の
権
限
を
有
し
、
そ
の
意
味
で
家
屋
敷
相
続
・
売
買
時
の
振
舞
銀
な
ど
を
受
け

て
い
た
で
あ
ろ
う
が
、
年
寄
を
辞
め
る
と
そ
の
権
限
は
無
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。
安
井
の
開
発
者
と
し
て
の
特
別
な
権
限
は
、
あ
く
ま
で
水
帳
に
奥
判

し
て
い
る
町
に
つ
い
て
で
あ
り
、
た
と
え
年
寄
を
つ
と
め
て
い
た
と
し
て
も
開
発
の
由

緒
に
由
来
す
る
権
限
は
有
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
年
貢
地
と
な
っ

た
時
点
で
、
そ
の
土
地
へ
の
開
発
の
由
緒
に
由
来
す
る
権
限
も
消
滅
し
て
し
ま
っ
た
と

考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
と
え
そ
の
土
地
を
自
ら
の
手
で
再
開
発
し
た
と
し
て
も
、

そ
れ
は
幕
府
か
ら
与
え
ら
れ
た
土
地
と
認
識
さ
れ
、
特
別
な
権
限
は
認
め
ら
れ
な
か
っ

た
の
で
あ
ろ
う
。
か
く
し
て
、
安
井
家
が
開
発
に
由
来
す
る
特
別
な
権
限
を
有
し
た
町

は
、
道
頓
堀
川
両
岸
す
べ
て
で
は
な
く
、
少
し
い
び
つ
な
範
囲
に
限
定
さ
れ
た
「
川
八

町
」
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。 

 

一
七
世
紀
後
半
に
は
安
井
九
兵
衛
は
、「
組
合
八
町
」の
支
配
に
関
す
る
由
緒
書
や
「
安

井
九
兵
衛
書
上
」
の
よ
う
な
文
書
を
大
坂
町
奉
行
所
に
提
出
し
て
い
る
。
求
め
に
応
じ

た
場
合
も
あ
ろ
う
が
、
安
井
家
の
「
組
合
八
町
」「
川
八
町
」
に
対
す
る
権
限
の
正
当
性

を
主
張
し
、
そ
れ
を
堅
持
す
る
姿
勢
で
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い

だ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
文
書
を
作
成
す
る
と
き
、
本
稿
で
引
用
し
た
史
料
を
利
用
し
て
い

る
可
能
性
が
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
由
緒
書
等
が
史
料
の
内
容
を
的
確
に
説
明
し
て
い

る
の
は
、
む
し
ろ
当
然
と
言
う
こ
と
も
で
き
よ
う
。 
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お
わ
り
に 

  

こ
こ
ま
で
、
元
和
か
ら
延
宝
期
ま
で
、
水
帳
を
中
心
に
道
頓
堀
の
開
発
過
程
を
跡
付

け
て
き
た
。
く
り
か
え
し
に
な
る
が
、
時
期
を
追
っ
て
整
理
し
て
お
こ
う
。 

① 

道
頓
堀
川
が
開
削
さ
れ
、
川
の
両
側
が
町
家
に
開
発
さ
れ
た
。
そ
れ
は
、
東
横
堀

川
か
ら
西
へ
南
北
一
四
町
ず
つ
計
二
八
町
の
開
発
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
元
和
末

の
水
帳
に
よ
れ
ば
、
安
井
九
兵
衛
と
平
野
次
郎
兵
衛
が
所
持
し
て
い
る
屋
敷
も
多
い

が
、
大
半
は
他
者
に
分
譲
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
開
発
は
九
郎
右
衛
門
町
・
久

左
衛
門
町
な
ど
三
津
寺
村
・
下
難
波
村
領
に
挟
ま
れ
た
と
こ
ろ
か
ら
進
ん
で
い
っ
た

よ
う
で
あ
り
、
開
発
地
の
東
西
両
端
で
は
、
安
井
や
平
野
の
所
持
地
も
多
く
、
明
屋

敷
が
目
立
っ
て
い
た
。
ま
た
、
南
側
で
は
、
後
の
町
に
つ
な
が
る
「
境
組
」「
塩
屋
組
」

「
木
津
組
」
と
い
っ
た
ま
と
ま
り
が
み
ら
れ
、
北
側
で
も
下
年
寄
の
管
轄
区
域
と
み

ら
れ
る
ま
と
ま
り
も
み
ら
れ
た
。 

② 

東
西
両
端
を
中
心
と
し
た
明
屋
敷
は
、
寛
永
八
年(

一
八
三
一)

ま
で
に
明
屋
敷
は

年
貢
地
と
な
り
、
町
奉
行
所
の
支
配
か
ら
離
れ
て
、
幕
府
領
代
官
鈴
木
三
郎
九
郎
の

支
配
下
に
入
っ
た
。 

③ 

寛
永
一
七
年(

一
六
四
〇)

に
は
、
立
慶
町
・
吉
左
衛
門
町
・
宗
右
衛
門
町
・
久
左

衛
門
町
に
部
分
的
に
あ
っ
た
年
貢
地
の
再
開
発
が
願
い
出
ら
れ
た
。
そ
の
後
一
定
の

曲
折
は
あ
っ
た
よ
う
だ
が
、
開
発
は
進
ん
で
い
っ
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。
と
く
に
、

立
慶
町
・
吉
左
衛
門
町
の
再
開
発
地
は
芝
居
小
屋
が
建
つ
こ
と
が
多
く
、
芝
居
町
が

形
成
さ
れ
て
い
っ
た
。
一
方
、
西
道
頓
堀
の
北
側
で
は
、
慶
安
期(

一
六
五
〇
年
前
後)

に
、
安
井
九
兵
衛
や
平
野
次
郎
兵
衛
、
難
波
村
孫
兵
衛
ら
に
よ
っ
て
再
開
発
が
進
め

ら
れ
た
。
こ
の
間
、
時
期
は
未
詳
な
が
ら
東
端
の
高
津
五
右
衛
門
町
や
大
和
町
も
再

開
発
さ
れ
た
。 

④ 

明
暦
元
年(

一
六
五
五)

の
水
帳
作
成
時
に
は
、
南
側
の
樋
屋
敷
よ
り
西
の
木
津
川

ま
で
の
六
〇
〇
間
を
除
い
て
、道
頓
堀
川
の
両
側
は
ほ
ぼ
町
家
と
し
て
開
発
さ
れ
た
。

安
井
九
兵
衛
は
、
開
発
以
来
下
年
寄
の
選
任
な
ど
特
別
な
権
限
を
有
し
て
い
た
「
組

合
八
町
」
の
「
支
配
」
の
ほ
か
、
新
戎
町
・
樋
屋
敷
・
大
和
町
・
大
法
寺
裏
屋
敷
の

年
寄
を
つ
と
め
て
い
た
。
平
野
次
郎
兵
衛
も
「
組
合
八
町
」
の
「
支
配
」
の
ほ
か
、

平
野
徳
寿
町
を
有
し
て
い
た
。 

⑤ 

寛
文
年
間
に
は
、
久
左
衛
門
町
裏
側
の
屋
敷
の
細
分
化
や
、
大
法
寺
裏
屋
敷
の
問

屋
町
の
編
入
な
ど
、
町
と
町
の
間
に
あ
っ
た
屋
敷
地
の
開
発
も
進
ん
だ
と
み
ら
れ
る
。 

⑥ 

延
宝
七
年(

一
六
七
九)

の
水
帳
作
成
時
に
は
、
裏
町
・
宗
右
衛
門
町
・
湊
町
な
ど

の
町
域
再
編
が
行
わ
れ
た
。
そ
れ
に
伴
っ
て
、「
組
合
八
町
」
に
替
っ
て
、「
川
八
町
」

が
安
井
九
兵
衛(

お
よ
び
平
野
次
郎
兵
衛)

の
特
別
な
権
限
を
有
す
る
町
に
な
っ
た
も

の
と
考
え
ら
れ
る
。 

⑦ 

本
文
で
は
ふ
れ
な
か
っ
た
が
、
い
ま
だ
町
と
し
て
は
未
開
発
だ
っ
た
西
道
頓
堀
南

側
の
安
井
・
平
野
の
請
所
（
樋
屋
敷
よ
り
西
の
区
域
）
は
、
元
禄
一
一
年(

一
六
九
八)

に
幸
町
と
し
て
開
発
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
一
七
世
紀
の
終
わ
り
に
は
、
道

頓
堀
川
の
両
側
と
そ
の
周
辺
地
域
は
、
東
横
堀
川
か
ら
木
津
川
ま
で
の
す
べ
て
の
範

囲
で
町
と
し
て
開
発
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。 

で
は
、
こ
の
よ
う
な
経
過
を
た
ど
っ
た
開
発
地
に
つ
い
て
、
町
の
タ
イ
プ
に
即
し
て
整

理
し
て
お
き
た
い
。
大
き
く
分
け
て
、
年
貢
地
に
な
っ
た
土
地
が
部
分
的
な
町
（
Ａ
）

と
、
年
貢
地
を
再
開
発
し
て
で
き
た
町
（
Ｂ
）
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。 

Ａ 
年
貢
地
に
な
っ
た
土
地
が
部
分
的
な
町 

 

立
慶
町
・
吉
左
衛
門
町
・
九
郎
右
衛
門
町
・
木
津
組
・
宗
右
衛
門
町
・
久
左
衛
門
町

の
各
町
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
町
の
範
囲
は
、「
道
頓
堀
」
と
い
う
一
定
の
ま
と
ま
り
と
し

て
認
識
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
範
囲
に
は
下
年
寄
が
置
か
れ
た
が
、
個
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別
町
の
年
寄
で
は
な
く
道
頓
堀
の
年
寄
あ
る
い
は
北
輪
・
南
輪
の
年
寄
と
し
て
認
識
さ

れ
て
い
る
。
明
暦
の
水
帳
に
記
載
さ
れ
て
い
る
下
年
寄
が
個
別
の
町
の
開
発
町
人
で
あ

っ
た
と
は
言
い
切
れ
な
い
。
塩
屋
九
郎
右
衛
門
は
そ
の
可
能
性
は
あ
る
が
、
有
力
者
を

下
年
寄
に
し
た
場
合
も
あ
っ
た
。
そ
の
場
合
、
宗
右
衛
門
町
の
よ
う
に
下
年
寄
の
管
轄

区
域
が
町
に
な
っ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
タ
イ
プ
の
町
で
は
、
明
暦
の
水
帳

に
安
井
道
卜
と
平
野
徳
寿
の
奥
判
が
あ
り
、
以
後
の
水
帳
に
も
安
井
九
兵
衛
・
平
野
次

郎
兵
衛
が
奥
判
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
が
、
安
井
・
平
野
が
開
発
の
由
緒
に
よ

り
特
別
な
権
限
を
有
す
る
「
組
合
八
町
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。 

Ｂ 

年
貢
地
を
再
開
発
し
て
で
き
た
町 

 

お
そ
ら
く
寛
永
末
年
か
ら
慶
安
期(

一
六
四
〇
年
代)

に
、
年
貢
地
と
な
っ
て
い
た
明

屋
敷
を
再
び
開
発
し
て
で
き
た
町
で
あ
る
。
再
開
発
に
あ
た
っ
て
は
、
【
史
料
①
】
の

吉
左
衛
門
町
の
年
貢
地
再
開
発
の
事
例
か
ら
み
て
も
、
幕
府
に
再
開
発
を
願
い
出
て
許

可
を
受
け
る
必
要
が
あ
っ
た
。
再
開
発
者
は
、
も
と
も
と
の
開
発
の
由
緒
を
も
つ
安
井

九
兵
衛
・
平
野
次
郎
兵
衛
の
ほ
か
、
高
津
村
の
五
右
衛
門
、
上
難
波
町
の
孫
兵
衛
な
ど

地
域
の
有
力
者
た
ち
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
安
井
九
兵
衛
・
平
野
次
郎
兵
衛
が
再
開
発

し
、
彼
ら
が
年
寄
を
つ
と
め
る
町
で
あ
っ
て
も
、
開
発
の
由
緒
に
よ
る
特
別
な
権
限
は

認
め
ら
れ
ず
、
そ
れ
ら
の
町
は
「
組
合
」
に
は
入
れ
な
か
っ
た
。
む
ろ
ん
、
高
津
五
右

衛
門
町
や
難
波
孫
兵
衛
町
に
対
し
て
、
安
井
・
平
野
は
特
別
な
権
限
を
認
め
ら
れ
な
か

っ
た
。
明
屋
敷
が
年
貢
地
に
な
る
時
点
で
、
由
緒
に
よ
る
特
権
は
消
滅
し
た
と
判
断
さ

れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
再
開
発
に
も
許
可
が
必
要
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
た
だ
、

裏
町
は
再
開
発
地
で
本
来
は
「
組
合
」
に
組
み
入
れ
ら
れ
る
は
ず
は
な
か
っ
た
が
、
Ａ

の
下
年
寄
の
一
人
宗
右
衛
門
が
年
寄
を
つ
と
め
て
い
た
こ
と
か
ら
、「
組
合
」
に
組
み
入

れ
ら
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。 

 

ま
た
、
南
側
樋
屋
敷
か
ら
西
の
後
に
幸
町
な
る
土
地
は
、
従
来
の
研
究
か
ら
も
明
ら

か
な
よ
う
に
安
井
九
兵
衛
・
平
野
次
郎
兵
衛
の
再
三
の
願
い
出
に
も
か
か
わ
ら
ず
再
開

発
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た(

54)

。
結
局
は
幕
府
の
手
で
再
開
発
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、

土
地
の
タ
イ
プ
と
し
て
は
Ｂ
に
属
す
る
も
の
だ
ろ
う
。 

 

課
題
も
多
い
。 

① 

本
稿
で
の
水
帳
の
分
析
は
部
分
的
な
も
の
に
と
ど
ま
っ
て
お
り
、
元
禄
七
年
以
降

の
水
帳
も
含
め
て
各
町
・
各
屋
敷
ご
と
の
詳
細
な
分
析
が
必
要
で
あ
る
。 

② 

本
稿
で
明
ら
か
と
な
っ
た
道
頓
堀
の
開
発
過
程
に
、
安
井
家
お
よ
び
平
野
家
が
ど

の
よ
う
に
具
体
的
に
関
与
し
て
い
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
が
気
に
な
る
と
こ
ろ
で
あ

る
。
史
料
的
な
制
約
は
あ
ろ
う
が
重
要
な
検
討
課
題
で
あ
る
。 

③ 

「
川
八
町
」
に
つ
い
て
、
本
稿
で
明
ら
か
に
し
た
性
格
を
踏
ま
え
て
、
幕
末
ま
で

の
安
井
家
と
各
町
と
の
関
係
を
再
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。 

④ 

菊
屋
町
に
つ
い
て
、
延
宝
七
年
の
町
域
拡
大
を
前
提
に
全
面
的
に
再
検
討
す
る
こ

と
。
た
だ
し
、
借
屋
層
の
動
向
な
ど
に
つ
い
て
も
注
意
を
払
う
必
要
が
あ
る
。 

⑤ 

道
頓
堀
の
開
発
は
安
井
九
兵
衛
が
主
導
し
て
進
め
ら
れ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
が
、

も
う
一
人
の
開
発
者
で
あ
る
平
野
次
郎
兵
衛
に
つ
い
て
も
、
と
く
に
一
七
世
紀
に
つ

い
て
は
再
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。
道
頓
堀
に
一
定
の
屋
敷
を
も
ち
、
平
野
徳
寿
町

を
開
発
し
て
い
る
。
ま
た
、
道
頓
堀
で
は
な
い
が
、
新
町
の
西
に
新
平
野
町(

平
野
次

郎
兵
衛
町)

も
開
発
し
、
元
禄
七
年
段
階
で
も
町
の
約
半
数
の
家
屋
敷
を
所
持
し
て
い

る(

55)

。
こ
の
よ
う
な
平
野
の
開
発
町
人
と
し
て
の
性
格
を
再
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。 

⑥ 
「
遠
藤
・
安
井
氏
所
蔵
安
井
家
文
書
」
に
は
西
道
頓
堀
南
側
に
関
す
る
史
料
も
含

ま
れ
て
い
る
。従
来
の
研
究
を
前
提
と
し
つ
つ
、こ
れ
ら
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。 

⑦ 

他
の
堀
川
の
開
削
と
そ
の
両
側
の
開
発
に
つ
い
て
も
、
道
頓
堀
の
事
例
を
参
考
に

検
討
し
て
み
る
必
要
が
あ
る
。 

 

課
題
は
、
こ
れ
ら
に
尽
き
な
い
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、「
遠
藤
・
安
井
氏
所
蔵
安
井
家
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文
書
」
の
新
た
な
出
現
に
よ
り
、
一
七
世
紀
の
大
坂
の
都
市
史
研
究
は
新
た
な
ス
テ
ー

ジ
に
突
入
し
て
い
く
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
そ
の
場
合
、
時
期
的
な
段
階
と
地
域
的（
町
）

な
類
型
を
設
定
す
る
必
要
が
生
じ
て
く
る
だ
ろ
う
。 

  

註 

(

１) 

安
井
九
兵
衛
（
道
卜
）
は
、
大
坂
三
郷
南
組
惣
年
寄
を
つ
と
め
、
そ
の
子
孫
が
代
々
九
兵

衛
を
名
乗
り
世
襲
し
て
い
る
。
道
卜
は
寛
文
元
年
（
一
六
六
一
）
一
〇
月
一
七
日
に
没
し

た
。 

(

２) 

道
頓
堀
川
の
開
削
に
つ
い
て
は
、
牧
英
正
『
道
頓
堀
裁
判
』（
岩
波
新
書
）
一
九
八
一
年
を

参
照
。 

(

３) 

内
田
九
州
男
「
都
市
の
建
設
と
町
の
開
発
」『
日
本
都
市
史
入
門
Ⅱ 

町
』
東
京
大
学
出
版

会 

一
九
九
〇
年
。 

(

４) 

塚
田
孝
「
十
七
世
紀
に
お
け
る
都
市
大
坂
の
開
発
と
町
人
」『
大
阪
に
お
け
る
都
市
の
発
展

と
構
造
』
山
川
出
版
社 

二
〇
〇
四
年
。 

(

５) 

道
頓
堀
川
開
削
者
の
一
人
で
あ
る
平
野
藤
次
は
、
大
坂
の
陣
後
に
平
野
郷
の
代
官
に
な
っ

た
の
で
、
道
頓
堀
の
開
発
は
弟
の
次
郎
兵
衛
（
徳
寿
）
に
引
き
継
が
れ
た
。 

(

６) 

木
村
彦
右
衛
門
「
道
頓
堀
を
中
心
と
し
て
の
地
名
に
つ
い
て 

附
明
暦
元
年
道
頓
堀
北
南

道
頓
堀
水
帳
の
発
見
」『
大
大
阪
』
三
―
六 

一
九
二
七
年
。 

(

７) 

「
一
七
世
紀
大
坂
道
頓
堀
の
開
発
と
芝
居
地
」
佐
賀
朝
・
塚
田
孝
・
八
木
滋
編
『
近
世
身
分

社
会
の
比
較
史
』
清
文
堂 

二
〇
一
四
年
三
月
刊
行
予
定
。（
以
下
、「
別
稿
」） 

(

８) 

「
遠
藤
・
安
井
氏
所
蔵
安
井
家
文
書
」
一
七
。 

(

９) 

「
遠
藤
・
安
井
氏
所
蔵
安
井
家
文
書
」
一
八
、
二
〇
～
二
九
。
詳
細
は
後
述
。 

(

10)

「
遠
藤
・
安
井
氏
所
蔵
安
井
家
文
書
」
一
〇
六
。 

(

11) 

裏
町
の
開
発
過
程
に
つ
い
て
は
、
後
考
を
期
し
た
い
。 

(

12)

「
遠
藤
・
安
井
氏
所
蔵
安
井
家
文
書
」
一
九
。 

(

13) 

木
村
彦
右
衛
門
「
九
郎
右
衛
門
町
の
名
称
に
就
て
」
『
大
大
阪
』
三
―
四 

一
九
二
七
年
、

同
「
道
頓
堀
塩
屋
町
五
人
組
帳
に
就
い
て
」『
大
阪
史
談
会
報
』
五 

一
九
三
〇
年
。 

(

14) 

こ
の
安
井
九
兵
衛
は
、
道
卜
の
子
の
定
元
で
あ
る
。
翌
貞
享
五
年
七
月
一
四
日
に
没
し
て

い
る
。 

(

15)

『
大
阪
市
史
』
第
五
。「
遠
藤
・
安
井
氏
所
蔵
安
井
家
文
書
」
八
四
。 

(

16) 

内
田
九
州
男
「
近
世
初
頭
大
坂
三
郷
の
地
子
に
つ
い
て
」『
大
阪
の
歴
史
』
二
七 

大
阪
市

史
編
纂
所 

一
九
八
九
年
。 

(

17)

「
遠
藤
・
安
井
氏
所
蔵
安
井
家
文
書
」
三
〇
。 

(

18) 

た
だ
し
、
こ
の
六
八
二
間
が
、
す
べ
て
「
道
頓
堀
川
屋
敷
」
に
記
載
さ
れ
て
い
る
屋
敷
だ

け
と
は
必
ず
し
も
限
ら
な
い
だ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
広
大
な
明
屋
敷
が
年
貢
地
に

な
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。 

(

19)

「
遠
藤
・
安
井
氏
所
蔵
安
井
家
文
書
」
一
二
七
。 

(

20)

「
遠
藤
・
安
井
氏
所
蔵
安
井
家
文
書
」
六
四
。 

(

21) 

こ
の
寛
永
一
七
年
の
立
慶
町
・
吉
左
衛
門
町
な
ど
の
再
開
発
に
つ
い
て
は
、
別
稿
で
詳
し

く
論
じ
て
い
る
の
で
、
そ
ち
ら
を
参
照
い
た
だ
き
た
い
。 

(

22) 

大
阪
歴
史
博
物
館
蔵
。『
明
暦
元
年
三
郷
町
絵
図
』
大
阪
市
立
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
都

市
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー 

二
〇
〇
八
年
。 

(

23)

「
東
末
吉
文
書
」
一
、
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
架
蔵
影
写
本
。
内
田
註
３
論
文
で
も
引
用
さ

れ
て
い
る
。 

(

24)

「
遠
藤
・
安
井
氏
所
蔵
安
井
家
文
書
」
一
〇
九
。 

(

25)

「
遠
藤
・
安
井
氏
所
蔵
安
井
家
文
書
」
一
一
〇
。 

(

26)

「
遠
藤
・
安
井
氏
所
蔵
安
井
家
文
書
」
一
〇
七
。 

(
27) 

元
禄
一
三
年
（
一
七
〇
〇
）
の
高
津
五
右
衛
門
町
の
年
寄
は
高
津
五
右
衛
門
で
あ
り
、
西

高
津
村
か
ら
町
場
に
転
換
し
た
西
高
津
町
の
同
年
の
年
寄
も
高
津
五
右
衛
門
で
あ
る
。

（
『
大
阪
府
の
地
名
Ⅰ
』
平
凡
社 

一
九
八
六
年
） 

(

28) 

元
禄
一
三
年
（
一
七
〇
〇
）
の
新
難
波
東
之
町
（
難
波
孫
兵
衛
町
）・
同
中
之
町
（
難
波
孫

兵
衛
東
町
）・
同
西
之
町
（
同
西
町
）
の
年
寄
は
い
ず
れ
も
上
難
波
町
の
檜
皮
屋
孫
兵
衛
で
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あ
る
。
上
難
波
町
は
上
難
波
村
の
集
落
が
町
場
に
転
換
し
て
で
き
た
町
と
推
定
さ
れ
て
い

る
。（
前
掲
『
大
阪
府
の
地
名
』
Ⅰ
）
難
波
孫
兵
衛
と
は
、
こ
の
檜
皮
屋
孫
兵
衛
も
し
く
は

そ
の
先
祖
で
あ
ろ
う
。 

(

29)

『
大
阪
市
史
』
第
一 

三
〇
七
頁
。 

(

30)

「
遠
藤
・
安
井
氏
所
蔵
安
井
家
文
書
」
六
三
。 

(

31) 

逆
に
言
え
ば
、
こ
の
「
勘
助
町
」
と
の
絵
図
の
記
載
を
見
て
、
安
井
九
兵
衛
が
大
黒
町
は

木
津
勘
助
の
開
発
で
あ
る
と
考
え
た
可
能
性
も
あ
る
だ
ろ
う
。 

(

32) 

註
６
に
同
じ
。 

(

33)

「
遠
藤
・
安
井
氏
所
蔵
安
井
家
文
書
」
六
〇
。 

(

34)

「
遠
藤
・
安
井
氏
所
蔵
安
井
家
文
書
」
一
八
、
二
〇
～
二
九
。 

(

35) 

大
阪
歴
史
博
物
館
蔵
。
大
阪
市
史
史
料
第
二
十
輯
『
安
井
家
文
書
』
七
号
文
書
。 

(

36)

「
請
所
」
に
つ
い
て
、
塚
田
前
掲
論
文
で
は
、
請
所
（
明
屋
敷
）
は
年
貢
を
課
さ
れ
る
土
地

で
あ
る
が
、
そ
こ
が
町
家
に
変
わ
る
と
安
井
・
平
野
の
所
有
で
は
な
く
な
り
、
年
貢
も
課

さ
れ
な
く
な
る
、
と
の
理
解
が
示
さ
れ
て
い
る
。 

(

37)

「
遠
藤
・
安
井
氏
所
蔵
安
井
家
文
書
」
一
七
九
。 

(

38)

「
遠
藤
・
安
井
氏
所
蔵
安
井
家
文
書
」
一
〇
八
。 

(

39)

「
大
法
寺
裏
屋
敷
水
帳
之
写
」（
「
遠
藤
・
安
井
氏
所
蔵
安
井
家
文
書
」
一
七
八
）
お
よ
び
「
遠

藤
・
安
井
氏
所
蔵
安
井
家
文
書
」
一
七
八
。 

(

40) 

同
じ
島
之
内
に
大
宝
寺
町
が
あ
る
。
町
名
は
、
三
津
寺
村
内
に
あ
っ
た
大
宝
寺
と
そ
の
寺

屋
敷
に
由
来
す
る
よ
う
だ
。
大
宝
寺
は
元
和
五
・
六
年
頃
生
玉
寺
町
に
移
転
し
た
と
い
う
。

こ
の
大
宝
寺
町
も
し
く
は
大
宝
寺
と
の
関
連
を
思
わ
せ
る
が
、
位
置
は
か
な
り
離
れ
て
お

り
、
そ
の
裏
屋
敷
と
は
考
え
に
く
い
。
大
宝
寺
移
転
の
際
に
一
旦
こ
の
あ
た
り
に
移
っ
た

な
ど
の
可
能
性
も
あ
る
が
、
推
測
で
し
か
な
い
。
後
考
を
期
し
た
い
。 

(

41)

「
遠
藤
・
安
井
氏
所
蔵
安
井
家
文
書
」
一
三
。 

(

42)

「
遠
藤
・
安
井
氏
所
蔵
安
井
家
文
書
」
九
。 

(

43)

「
遠
藤
・
安
井
氏
所
蔵
安
井
家
文
書
」
一
二
。 

(

44)

『
大
阪
府
の
地
名
』
Ⅰ
（
平
凡
社 

一
九
八
六
年
）。 

(

45) 

一
軒
＝
一
役
と
い
う
原
則
に
の
っ
と
っ
た
表
記
か
。 

(

46)

『
大
阪
府
の
地
名
』
Ⅰ
（
平
凡
社 

一
九
八
六
年
）
四
八
一
頁
。 

(

47) 

大
阪
府
立
中
之
島
図
書
館
蔵
「
菊
屋
町
文
書
」
一
四
。 

(

48)

「
遠
藤
・
安
井
氏
所
蔵
安
井
家
文
書
」
六
三
。 

(

49) 

吉
田
伸
之
「
町
と
町
人
」(

『
近
世
都
市
社
会
の
身
分
構
造
』
東
京
大
学
出
版
会 

一
九
九

八
年
所
収)

、
乾
宏
巳
『
近
世
大
坂
の
家
・
町
・
住
民
』
清
文
堂 

二
〇
〇
二
年
。 

(

50)

「
道
頓
堀
湊
町
水
帳
」（
元
禄
七
年
一
〇
月
）「
遠
藤
・
安
井
氏
所
蔵
安
井
家
文
書
」
五
。 

(

51) 

町
域
の
再
編
自
体
は
、
延
宝
七
年
以
前
か
ら
実
質
的
に
行
わ
れ
て
お
り
、
こ
の
と
き
水
帳

の
作
成
と
し
て
公
定
さ
れ
た
可
能
性
は
残
る
。 

(

52) 

安
井
家
の
「
川
八
町
」
に
対
す
る
特
別
な
権
限
に
つ
い
て
は
、
内
田
註
３
論
文
を
参
照
。 

(

53) 

大
阪
府
立
中
之
島
図
書
館
蔵
「
道
頓
堀
大
和
町
水
帳
」（
文
政
八
年
一
一
月
）。 

(

54) 

前
掲
塚
田
論
文
、
拙
稿
「
安
井
家
文
書
か
ら
み
え
る
難
波
村
時
代
の
渡
辺
村
」
（
『
大
阪
市

立
博
物
館 

研
究
紀
要
』
三
三 

二
〇
〇
一
年
）。 

(

55)

「
新
平
野
町
水
帳
」（
元
禄
七
年
一
〇
月
）「
東
末
吉
記
録
」
一
（
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
架

蔵
影
写
本
）。 
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An Analysis of Seventeenth-Century Dotonbori’s Development Utilizing 

Recently Discovered Documents 
 

YAGI Shigeru

 

   The Dotonbori Canal, which was located on early modern Osaka’s southern edge, was completed in 1615.

Soon thereafter, buildings were constructed on both sides of the canal.  A collection of early Edo-era 

landholding records, including land registers, were recently discovered at the home of one of the descendants of

the Yasui House, one of the families that was deeply involved in Dotonbori’s development.  Utilizing these 

records, this article reexamines the process whereby Dotonbori and the surrounding area was developed.

Initially, a 3,400-meter area on the northern and southern sides of the canal was developed.  However, vacant

lots appeared in large numbers on the neighborhood’s eastern and western edges, and these lots were reclassified

as taxable land (nenguchi).  The redevelopment of this taxable land began around 1640.  The Yasui House, the

Hirano House, and influential residents of Kozu and Kami-namba Villages were involved in the redevelopment 

effort.  By the 1650s, the development of every part of Dotonbori, excluding the southern side of the

neighborhood’s western part, had been completed.  In addition, by the time that land registers were composed 

in 1679, a redrawing of the boundaries between Dotonbori’s rear cho and individual cho in the Shimanouchi 

neighborhood had been carried out and the boundary lines of the eight cho on both sides of the Dotonbori Canal 

(kawa-haccho) over which the Yasui Family exerted special authority had been formally established.  The

various cho in Dotonbori and the surrounding area traced their own unique course of development. 
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